
政務活動費の運用マニュアル

平成２５年 ３ 月
（平成２７年７月 一部改正）

京 都 府 議 会



目 次

１１ はじめに ･･･････････････････････････････････････････････

２ 政務活動費の概要

(1) 政務活動の内容

ア 政務活動の内容 ２･･････････････････････････････････････

イ 政務活動費とは ３･･････････････････････････････････････

(2) 京都府における政務活動費制度の概要 ４････････････････････

３ 使途基準

(1) 条例上の定め ５･･･････････････････････････････････････････

(2) 使途基準の考え方

ア 共通事項 6～7･･･････････････････････････････････････････

イ 調査研究費 8～11･･･････････････････････････････････････

ウ 研修費 12･･･････････････････････････････････････････････

エ 広聴広報費 13･･･････････････････････････････････････････

オ 要請陳情等活動費 14･････････････････････････････････････

カ 会議費 15･･･････････････････････････････････････････････

キ 資料作成費 16･･･････････････････････････････････････････

ク 資料購入費 16･･･････････････････････････････････････････

ケ 事務所費 17～19･････････････････････････････････････････

コ 事務費 19～22･･･････････････････････････････････････････

サ 人件費 23･･･････････････････････････････････････････････

４ 交付等の手続

(1) 事務手続の流れ 24～27･････････････････････････････････････

(2) 交付等の手続

28ア 会派の場合 ･･･････････････････････････････････････････

イ 議員の場合 28･･･････････････････････････････････････････

28ウ 会派に異動や解散があった場合 ････････････････････････



５ 会計帳簿の調製・証拠書類の整理保管

(1) 帳簿、証拠書類等の整理保管の義務 29･･･････････････････････

(2) 証拠書類の整理保管

ア 領収書 29･･･････････････････････････････････････････････

イ 領収書貼付用紙 30･･･････････････････････････････････････

ウ 支払証明書 31･･･････････････････････････････････････････

エ その他の書類 31･････････････････････････････････････････

６ 収支報告書等の提出

(1) 提出に関する手続等

ア 提出義務 33･････････････････････････････････････････････

イ 提出等の時期（期限）

(ｱ) 年度分 33･････････････････････････････････････････････

(ｲ) 会派が消滅した場合 33･････････････････････････････････

(ｳ) 議員が任期満了、辞職、失職、除名、議会の解散により

議員でなくなった場合 33･････････････････････････････････

ウ 添付書類

(ｱ) 領収書・支払証明書 34･････････････････････････････････

(ｲ) 活動報告書 34･････････････････････････････････････････

(ｳ) 会計帳簿 35･･･････････････････････････････････････････

(ｴ) 事務所状況等説明書 35･････････････････････････････････

(ｵ) 印刷物配布費用等説明書 36･････････････････････････････

(ｶ) 備品台帳 36･･･････････････････････････････････････････

(ｷ) その他の証拠書類 37･･･････････････････････････････････

(2) 残余額の返還

ア 返還義務 37･････････････････････････････････････････････

イ 返還時期 37･････････････････････････････････････････････

(3) 収支報告書の修正

ア 修正届 38･･･････････････････････････････････････････････

イ 収支報告書及び添付書類の修正等 38･･･････････････････････



７ 検証等の実施方法

(1) 議会事務局職員による書類確認 39･･･････････････････････････

(2) 複数の外部有識者による検証 39･････････････････････････････

(3) 相談体制 39･･･････････････････････････････････････････････

８ 収支報告書等の保存及び閲覧

(1) 議長における収支報告書等の保存

ア 保存対象 40･････････････････････････････････････････････

イ 保存期間 40･････････････････････････････････････････････

ウ 保存方法 40･････････････････････････････････････････････

(2) 収支報告書等の閲覧

ア 閲覧方法

(ｱ) 対象 41･･･････････････････････････････････････････････

(ｲ) 期間 42･･･････････････････････････････････････････････

(ｳ) 閲覧場所・時間 42･････････････････････････････････････

(ｴ) 閲覧方法 42･･･････････････････････････････････････････

イ 写しの提供 42･･･････････････････････････････････････････



＜ 資 料 編 ＞

１ 政務活動費関係提出様式及び記載例

(1) 会派結成届 44～45･････････････････････････････････････････

(2) 会派異動届 46～47･････････････････････････････････････････

(3) 会派解散届 48～49･････････････････････････････････････････

(4) 収支報告書（会派分） 50～51･･･････････････････････････････

(5) 収支報告書（議員分） 52～53･･･････････････････････････････

(6) 政務活動費収支報告書別紙（会派分、議員分） 54～56･････････

(7) 会計帳簿 57～59･･･････････････････････････････････････････

(8) 領収書貼付用紙 60～67･･････････････････････････････････････

(9) 支払証明書 68～69･････････････････････････････････････････

(10) 活動報告書 70～77･･･････････････････････････････････････

(11) 事務所状況等説明書 78～81････････････････････････････････

(12) 印刷物配布費用等説明書 82～85････････････････････････････

(13) 備品台帳 86～87･････････････････････････････････････････

(14) 収支報告書等修正届 88～90････････････････････････････････

＜参考様式＞

・政務調査業務委託契約書 91～93･･･････････････････････････････

・雇用契約書 94～95･･･････････････････････････････････････････

・勤務実績表 96～97･･･････････････････････････････････････････

２ 京都府政務活動費の交付に関する条例ほか関係規程等

(1) 京都府政務活動費の交付に関する条例 98～103･･･････････････

(2) 京都府政務活動費の交付に関する規程 104～122･･････････････

(3) 京都府政務活動費の交付に関する条例に基づく収支報告書等

の閲覧に関する要綱 123･･････････････････････････････････････

(4) 京都府情報公開条例 124～125･･････････････････････････････

(5) 政務活動費制度について

ア 政務活動費に至る経過 126～128･･････････････････････････

イ 地方自治法の規定の内容（第１００条第１４項～第１６項） 129

ウ 京都府政務活動費の交付に関する条例の制定・改正の経過 130～131



- 1 -

１ はじめに

従来の政務調査費の名称や交付目的の改正等を内容とする議員提案に

よる修正がなされた「地方自治法の一部を改正する法律 （以下「改正」

法」という ）が平成２４年８月２９日に可決成立し、同年９月５日に。

公布された。この改正法により、議会の議員の調査研究に資するための

経費として交付されていた政務調査費が、政務活動費として、その交付

目的を議会の議員の調査研究その他の活動に改められるとともに、新た

に、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることや

議長に使途の透明性の確保に関する努力義務を課すことが規定された。

この改正法の制定を受け、平成２４年１１月に議会運営委員会に政務

活動費検討小委員会を設け、有識者に参考人として出席いただき、その

意見を聴取しながら新たな政務活動費条例の制定に向けた検討を行い、

平成２４年１２月定例会において「京都府政務活動費の交付に関する条

例」が制定された。

（平成２４年１２月２６日議決、同月２７日公布、平成２５年３月１日

施行、３月１日以降の交付決定から適用）

、 、この運用マニュアルは 小委員会での検討経過や条例の制定を踏まえ

政務活動費の適正な執行に資するために作成するものである。

さらに、平成２７年度には、政務活動費の運用が２年を経過したこと

から、マニュアルの内容の検討・見直しを行ったところである。

政務活動費は 「議会の議員の調査研究その他の活動に資する必要な、

経費」として交付されるものであることから、今後とも、議員は、政務

活動費を使用する責任を自覚し、自らの責任において適正に使用しなけ

ればならない。
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２ 政務活動費の概要

(1) 政務活動の内容

ア 政務活動の内容

政務活動費を充てることができる経費の範囲については、対象となる

活動及び経費の内容について、全国議長会が示した政務活動費の交付に関

する条例（例 （以下「参考条例」という ）の内容と従来の政務調査費制） 。

度で府が独自に定めている政務調査活動の定義を比較し、かつ会派運営費

における補助対象を考慮しながら検討を行い、京都府政務活動費の交付に

関する条例（以下「条例」という ）第１０条に規定している。。

また、国会質疑等をもとに全国議長会が示した政務活動費を充当でき

ない経費についても、府民にわかりやすい規定を目指し、条例上明記して

いる。

○参考条例（全国議長会）

（政務活動費を充てることができる経費の範囲）

第2条 政務活動費は、会派及び議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、

要請陳情、住民相談、各種会議への参加等（都道府）県政の課題及び（都道

府）県民の意思を把握し （都道府）県政に反映させる活動その他の住民福、

祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付する。

２ 政務活動費は、会派にあっては別表第１に、議員にあっては別表第２に定

める政務活動に要する経費に充てることができるものとする （別表省略）。
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京都府政務活動費の交付に関する条例 （抄）

第10条 政務活動費を充てることができる経費の範囲は、会派又は議員が実

施する次に掲げる活動に要する経費であって、会派にあっては別表第１に、

議員にあっては別表第２に定めるものとする。

(1) 府の政策形成に関わる調査研究、企画、立案等に関する活動

(2) 府の政策形成に必要な意向調査、府民との意見交換、住民相談等の広聴

に関する活動

(3) 議案や府の事務に関する議会の審議に向けた調査等の活動

(4) 会派の所属議員の意見集約等の会派としての意思形成に関する活動

(5) 府の政策実現のための関係機関に対する要請、陳情等の活動

(6) 府の事務執行の過程における効率性等の観点からの監視、提案等に関す

る活動

(7) 府の事務執行の結果に対する目的達成度等の観点からの評価、提案等に

関する活動

(8) 議会、会派及び議員の活動並びに府政に関する政策等の広報に関する活

動

(9) 前各号に掲げるもののほか、府政の課題及び府民の意思を把握し、府政

に反映させる活動その他の府民福祉の増進を図るために必要な活動であっ

て、議長が必要と認めるもの

２ 政務活動費は、京都府議会議員の費用弁償に関する条例（平成18年京都

府条例第20号）に基づく費用弁償の対象となる経費並びに政治活動（政治

資金規正法（昭和23年法律第194号）に基づく政治活動をいう 、政党活。）

動、選挙活動、後援会活動及び私人としての活動に要する経費については、

充てることはできない。

イ 政務活動費とは

議員が、その職責・職務を果たすために必要な上記の政務活動を支

えることを目的に交付されるものである。

具体的には、条例第１０条第１項各号に規定する活動に要する経費

であって、条例別表に定める経費の範囲（使途項目）について充当す

ることができる （３ 使途基準を参照）。
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(2) 京都府における政務活動費制度の概要

（平成２５年３月１日施行、３月１日以降の交付決定から適用）

区 分 会 派 の 政 務 活 動 費 議 員 の 政 務 活 動 費

根 拠 ・地方自治法第100条第14項～第16項

・京都府政務活動費の交付に関する条例

・京都府政務活動費の交付に関する規程

使 途 基 準 府議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費

（ 、 、 、 、 、調査研究費 研修費 広聴広報費 要請陳情等活動費 会議費

、 、 （ ）、 、 ）資料作成費 資料購入費 事務所費 議員分 事務費 人件費

の一部として交付する。

（具体の使途は、３の(2)「使途基準の考え方」による ）。

交 付 対 象 会派（１人会派を含む）及び議員

交 付 金 額 会派に所属する議員１人当たり月額５４万円×議員数×12箇月

（１人会派は月額５０万円×１２箇月）

※会派において、会派及び所属議員に係る政務活動費の月額を決定

会派に所属しない議員は月額４０万円×１２箇月

交 付 方 法 ① 会派は議長に対し会派結成届を提出し、議長は知事に会派結

成届の提出のあった会派及び政務活動費の交付を受ける議員並

びに会派及びその所属議員に係る政務活動費の月額を通知

② 知事は交付を決定、会派及び議員に通知

③ 毎四半期の最初の月の初日に交付(会派及び議員個人の口座へ)

収 支 報 告 会派の代表者及び議員は、支出についての領収書その他の証拠

書類の写し（以下「領収書等の写し」という ）及び政務活動費。

を充てた主な活動に係る内容等を記載した活動報告書その他議長

が定める書類を添付して、収支報告書を議長に提出しなければな

らない （条例第１１条）。

議 長 の 調 査 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、収支報告書が提

出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする。

（条例第１２条）

残余額の返還 会派及び議員は政務活動費に残余がある（支出額が交付額を下

回る）場合は、返還しなければならない （条例第１３条）。

収支報告書等 何人も、収支報告書及び領収書等の写し、活動報告書その他議

の閲覧 長が定める書類を閲覧することができる （条例第１４条）。

透明性の確保 議長は政務活動費に関する情報の提供等により使途の透明性の

確保に努める （条例第１５条）。

証拠書類等の 会派の政務活動費経理責任者及び議員は、政務活動費の支出に

保存 ついて、会計帳簿を作成、証拠書類等を整理保管し、５年間保存

しなければならない （規程第１０条）。
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３ 使途基準

(1) 条例上の定め

政務活動費を充てることができる経費の範囲は、会派に係る政務活動費につ

いては条例別表第１、議員に係る政務活動費については条例別表第２のとおり

とする （条例第１０条）。

（別表第１、別表第２の抜粋（条例第10条関係 ））

経 費 会 派 議 員

調査研究費 会派が行う府の事務、地方行財政等 議員が行う府の事務、地方行財政等

に関する調査研究（視察を含む ）及 に関する調査研究（視察を含む ）及。 。

び調査委託に要する経費 び調査委託に要する経費

研 修 費 １ 会派が行う研修会、講演会等の １ 議員が行う研修会、講演会等の

実施（共同開催を含む ）に要する 実施（共同開催を含む ）に要する。 。

経費 経費

２ 団体等が開催する研修会（視察 ２ 団体等が開催する研修会（視察

を含む 、講演会等への所属議員 を含む 、講演会等への議員及び。） 。）

及び会派の雇用する職員の参加に 議員の雇用する職員の参加に要す

要する経費 る経費

広聴広報費 会派が行う議会活動、府政に関する 議員が行う議会活動、府政に関する

政策等の広聴広報活動に要する経費 政策等の広聴広報活動に要する経費

要請陳情等 会派が行う要請陳情活動、住民相談 議員が行う要請陳情活動、住民相談

活 動 費 等の活動に要する経費 等の活動に要する経費

会 議 費 １ 会派が行う各種会議、住民相談 １ 議員が行う各種会議、住民相談

会等に要する経費 会等に要する経費

２ 団体等が開催する意見交換会等 ２ 団体等が開催する意見交換会等

各種会議への会派としての参加に 各種会議への議員の参加に要する

要する経費 経費

資料作成費 会派が行う活動に必要な資料を作成 議員が行う活動に必要な資料を作成

するために要する経費 するために要する経費

、 、資料購入費 会派が行う活動のために必要な図書 議員が行う活動のために必要な図書

資料等の購入、利用等に要する経費 資料等の購入、利用等に要する経費

事 務 所 費 議員が行う活動のために必要な事務

所の設置及び管理に要する経費

事 務 費 会派が行う活動に係る事務の遂行に 議員が行う活動に係る事務の遂行に

要する経費 要する経費

人 件 費 会派が行う活動を補助する職員を雇 議員が行う活動を補助する職員を雇

用する経費 用する経費
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(2) 使途基準の考え方
条例第10

条 に 規 定費
使途基準の考え方 補 足 説 明 等す る 経 費 使途内容等

の範囲目

各項目に 原 則 ○ 支出に関する証拠書類につい ・ 公金の支出である以上、領収書等共
共通して ては、次に掲げる要件のいずれ の取り扱いに関し厳格な要件を設け

適用され かを満たす必要がある。 ることとした。通
る基準

・ 領収書（請求書及び納品書に
おいても同様）については、原
則あて先は会派分にあっては会
派代表、議員分にあっては議員
本人であること。

・ 預金口座については、政務活
動費専用の口座（会派分にあっ
ては会派代表名義、議員分にあ
っては議員本人名義）を設け、

。入出金の事実を確認できること

充当できな ・ 次の経費の支出には政務活動 ○ 全国議長会の「政務活動費を充当
い経費 費を充てることはできない （以 するのに適しない例」。

下「対象外」という ） ◇ 政党活動への支出は政務活動費を。
(1) 公務に係る費用弁償対象経 充当するのに適しない。

費 例 ・ 党大会への出席）
(2) 政治資金規正法に基づく政 ・ 府連（政党等）活動

治活動に要する経費 ・ 政党構成員として招待され
(3) 政党活動に要する経費 た式典、会合への出席
(4) 選挙活動に要する経費 ・ 政党の広報紙、パンフレッ
(5) 後援会活動に要する経費 ト、ビラ等の印刷、発送等の
(6) 私人としての活動に要する 経費

経費 ・ 政党組織の事務所の設置維
持経費（人件費を含む）

※ 具体的には議長会報告の例示 ・ 党大会賛助金、党大会参加
を参考とすること （右記） 費、党大会参加旅費等。

・ 政党の役員経費（専従役員
※ 政務活動以外の経費と不可分 に対する給与、各種手当等）

の場合は按分 等政党の経費

◇ 選挙活動への支出は政務活動費を
充当するのに適しない。
例 ・ 衆・参議院選挙や首長・地）

方議員選挙等に当たっての各
種団体への支援依頼活動、選
挙ビラ作成

・ 上記以外の選挙関係に係る
経費、選挙活動費（公認推薦
料、陣中見舞い等）
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条例第10

条 に 規 定費
使途基準の考え方 補 足 説 明 等す る 経 費 使途内容等

の範囲目

各項目に 充当できな （適しない例の続き）共
共通して い経費 後援会活動への支出は政務活動費◇

適用され を充当するのに適しない。通
る基準 例 ・ 後援会の広報紙、パンフレ）

ット、ビラ等の印刷、発送等

の経費

・ 後援会活動としての報告会

等の開催経費

◇ 私的経費への支出は政務活動費を

充当するのに適しない。

例 ・ 団体役員や経営者としての）

資格など個人としての社会的

地位により招待された式典、

会合への出席

（ 、・ 慶弔餞別費等 病気見舞い

香典、祝金、餞別、寸志、中

、 、 、元 歳暮等の費用 慶弔電報

年賀状等時候の挨拶状の購入

または印刷等の経費）

（ 、・ 冠婚葬祭などの出席 葬儀

結婚式、祭祀・祭礼等）

・ 宗教活動（檀家総代会、報

恩講、宮参り等）

・ 私的用務による観光、レク

リエーション、旅行

・ 親睦会、レクリエーション

等への参加のための経費

そ の 他 ・ 過年度に支出した経費を計上 ・ 議員の任期を超えない範囲の前払

するなど、当該年度に支出の実 いに係る経費については充当対象と

態のない経費は対象外 することもできる。

・ 当該年度に発生し履行された ・ 同一支出についての年度内の混在

ものに係る支出が、収支報告書 は認められない。

の提出日までに行われたものは

対象とする。
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条例第10

条 に 規 定費
使途基準の考え方 補 足 説 明 等す る 経 費 使途内容等

の範囲目

会派、議 調査委託費 ・ 調査委託等については、委託 （全国議長会）調
員が行う 業務の名称、目的、具体的な調 ・ 「地方行財政等」の「等」には国査
府 の 事 査委託事項、契約期間及び契約 政に関する事項なども含むものであ研
務、地方 金額を示した業務委託契約書の る。究

「 。」 、費 行財政等 締結並びに報告書等の成果物の ・ 調査研究(視察を含む ) とし

に関する 確認等により、業務の内容が確 調査研究のための視察も含むことを

調査研究 認できることを要する。 明確にした。

（視察を ・ 会派の雇用する職員は、会派（所

含む ） 属議員を含む ）が行う政務活動の。 。

及び調査 交 公 共 交 (1) 公共交通機関(タクシーを含 補助者として経費の対象に含まれる

委託に要 通 通 機 関 む。)利用の場合については、実 (他の経費についても同じ)。

する経費 費 （ 鉄 道 費の範囲で認める。 ・ 議員の雇用する職員は、議員の補

等 賃 、 タ 助者として経費の対象に含まれる

○例示 ク シ ー ※ 政務活動以外の経費と不可分 (他の経費についても同じ)。

・学識経 代 等 ） の場合は按分

験者等へ

の調査委 自 動 車 (2) 自動車等利用の場合について

託費 等 利 用 は、ガソリン代、高速道路・有

（ ガ ソ 料道路料金、駐車料金の実費の

・府内・ リン代 範囲で認める。、

府外調査 高 速 道

費 路 ・ 有 ※ 政務活動以外の経費と不可分

料 道 路 の場合は按分

・調査研 料 金 、

究のため 駐 車 料 (3) 鉄道賃、タクシー代、ガソリ ＜交通費に係る留意事項＞

の登庁費 金） ン代等の按分方法 ・ 議会の費用弁償支給の対象となっ

次に掲げる区分に応じ、当該 ている日の交通費の充当については

区分に定める割合で按分する。 注意が必要である。

・ タクシーの利用は、合理的と判断

ア 鉄道賃、タクシー代、高速道 される場合に認める。

路・有料道路料金、駐車料金等

・ 利用区間（駐車料金は場所）

及び用務内容を明示の上

１０分の１０
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条例第10

条 に 規 定費
使途基準の考え方 補 足 説 明 等す る 経 費 使途内容等

の範囲目

会派、議 交 公 共 交 イ ガソリン代 （交通費に係る留意事項の続き）調
員が行う 通 通 機 関 ・ 次の（ア （イ）のいずれか ・ ガソリン代については、活発な政査 ）、

府 の 事 費 （ 鉄 道 の充当方法を年度を通じて選択 務活動を保障する観点から、利用区研
務、地方 等 賃 、 タ 間、使用距離数及び用務内容が明示究
行財政等 ク シ ー (ア) 政務活動に要した使用距 されている場合は全額認めることと費
に関する 代 等 ） 離数１km当たりにつき、府 し、明示されていない場合でも一定

。調査研究 の職員に適用される金額の範 の割合で按分して認めることとする

（視察を 自 動 車 囲で充当（領収書不要） ・ ガソリン代の使用距離当たりの単

含む ） 等 利 用 価は、１km当たり３７円である。。

及び調査 （ ガ ソ (イ) 政務活動の割合（使用距

委託に要 リン代 離数等）が明らかでない場合、

する経費 高 速 道 ２分の１ ＜視察調査に係る留意事項＞

路 ・ 有 ・ 日程によっては、按分が必要であ

○例示 料 道 路 る。

・学識経 料 金 、 ・ 公務視察中に調査研究のための視

験者等へ 駐 車 料 察を行う場合あるいは公務視察期間

の調査委 金） に継続かつ追加して調査研究のため

託費 の視察を行う場合は、公務の部分と

調査研究活動の部分が時間的、場所

・府内・ 的、経費的に重複することなく明確

府外調査 に区分できることが必要である。

費

・調査研 ＜府外・海外調査に関する留意事項＞

究のため ・ 調査研究費の支出が使途基準に適

の登庁費 損 害 保 ・ 損害保険料（旅行）は対象外 合するというためには、少なくとも

険 料 以下の要件を満たす必要がある。

（ア）調査の目的が「府の事務、地方

行財政等に関する調査研究」とい

う調査研究費の趣旨に適合するも

のであること

（イ （ア）の目的を踏まえて調査行）

程や調査先が選定されていること

レ ン タ ・ 政務活動のため専用の車両を （ウ）調査先において、府の事務、地

カ ー 臨時的に借用する経費等、やむ 方行財政等に関して中身のある説

を得ないものは認める。 明や質疑応答がなされていること

（エ）訪問調査が調査行程の主要な部

分を占めていること

（オ）調査費用が目的、効果との関係

で著しく高額ではないこと
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条例第10

条 に 規 定費
使途基準の考え方 補 足 説 明 等す る 経 費 使途内容等

の範囲目

会派、議 宿 泊 費 ・ 宿泊料は、費用弁償条例に定 ・ 宿泊料の上限額については、甲地調
， 、 ，査 員が行う める額を上限として、実費の範 方は１４ ８００円 乙地方は１３

府 の 事 囲で認める。 ３００円である。研
務、地方 （甲地方は、さいたま市、千葉市、究
行財政等 東京都特別区、横浜市、川崎市、名費
に関する 古屋市、京都市、大阪市、堺市、神

調査研究 戸市、広島市、福岡市であり、乙地

（視察を 方は、それ以外の地域である）

含む ）。

及び調査 ・ 宿泊料に含まれる夕食代・朝食代

委託に要 は、当該宿泊先又は当該宿泊先の施

する経費 設内の店舗が発行した領収書により

確認できるものを対象とする。

○例示

・学識経 ・ 昼食代については、認めないこと

験者等へ とする。

の調査委

託費

会 費 等 ・ 次の事項に要する経費（会費 ○ 全国議長会の「会費として支出す

・府内・ 等）の支出は対象外 るのに適しない例」

府外調査 次の会費は、政務活動費として支

費 (1) 活動が政務活動に寄与しない 出するのは不適当と思われる。

団体

・調査研 (2) 個人として加入している団体 ・ 団体の活動が政務活動に寄与しな

究のため 等 い場合、その団体に対して収める年

の登庁費 （例）町内会費、同窓会費、ＰＴ 会費、月会費

、 、 、Ａ会費 県人会会費 婦人会費

スポーツクラブ会費、老人クラ ・ 個人の立場で加入している団体な

ブ会費等議員個人に帰属する会 どに対する会費等

（ ） 、 、 、費 例 町内会費 公民館費 壮年会費

(3) 政党本来の活動に伴う大会等 ＰＴＡ会費、婦人会費、スポーツク

(4) 議会内の親睦団体 ラブ会費、商工会費、同窓会費、老

(5) 他議員の後援会、祝賀会 人クラブ会費、ライオンズクラブ、

(6) 宗教団体 ロータリークラブの会費等

(7) 冠婚葬祭

(8) 飲食・会食を主目的とする各 ・ 政党（府連）本来の活動にともな

種会合 う党大会、党費、党大会賛助金等

(9) 祝金、寸志、手みやげ等

(10) 祝電、弔電、レタックス等
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条例第10

条 に 規 定費
使途基準の考え方 補 足 説 明 等す る 経 費 使途内容等

の範囲目

会派、議 会 費 等 （会費として適しない例の続き）調

員が行う ・ 議会内の親睦団体（議員野球部、査

府 の 事 ゴルフ部等）の会費研

務、地方究

行財政等 ・ 他の議員の後援会や政治資金パー費

に関する ティーなど選挙活動のための会合に

調査研究 出席する会費

（視察を

含む ） ・ 宗教団体の会費。

及び調査

委託に要 ・ 冠婚葬祭の経費（結婚式の祝儀・

する経費 会費、香典、祭祀・祭礼の経費等）

○例示 ・ 飲食・会食を主目的とする各種会

・学識経 合の会費

験者等へ

の調査委

託費 食 糧 費 ・ 会議等での講師、助言者等へ

の弁当代、政務活動に資する会

・府内・ 議等への参加会費が会議に引き

府外調査 続く飲食経費を含み不可分の場

費 合等は、社会通念上の妥当性を

超えない範囲(上限5,000円)で

・調査研 認める。

究のため

の登庁費

謝金、謝礼 ・ 謝金、謝礼（商品券、ギフト

（商品券、 券）等に係る経費については、

ギフト券） 支出の客観的な確認ができない

等 場合又は支払先・謝礼先が特定

できない場合は対象外
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条例第10

条 に 規 定費
使途基準の考え方 補 足 説 明 等す る 経 費 使途内容等

の範囲目

１ 会派 共 通 ・ 会派又は議員の被用者が参加 （全国議長会）研 、

議員が行 している場合は、雇用の事実が ・ 「(共同開催を含む。)」とは、会修
う 研 修 確認できることを要する。 派と他会派（議員と自会派 、会派費 ）

会、講演 （議員）と団体(企業・学校)、会派
会等の実 （議員）と個人などが想定される。
施（共同 交 通 費 ・ 調査研究費と同じ
開催を含 ・ 会派（議員）が開催主体となる場
む ）に 合の会費には共催団体等への分担。
要する経 宿 泊 費 ・ 調査研究費と同じ 金、年会費等を含む。
費

・ 会派（議員）が開催主体となる研
２ 団体 会 費 等 ・ 調査研究費と同じ 修に視察が含まれていないのは、基
等が開催 本的には調査研究費で対応すること
する研修 を想定したことによる。
会（視察 食 糧 費 ・ 研修会等での講師、助言者等
を含む。)､ への弁当代、政務活動に資する ・ 団体等が開催する研修会等に会派
講演会等 研修会等への参加会費が研修会 （議員）が参加する場合には、研修
への議員 に引き続く飲食経費を含み不可 に伴い実施される視察も対象となる
及 び 会 分の場合等は、社会通念上の妥 ことを明確にした。
派、議員 当性を超えない範囲(上限5,00
の雇用す 0円)で認める。 ・ 研修は個人としての資質向上に資
る職員の するものであり、代理に馴染まない
参加に要 と一般的に考えられるが、職員自身
する経費 謝金、謝礼 ・ 謝金、謝礼（商品券、ギフト の資質向上が会派（議員）の政策立

（商品券、 券）等に係る経費については、 案等に反映されることとなるので、
○例示 ギフト券） 支出の客観的な確認ができない 会派（議員）の雇用する職員の参加
・研修会 等 場合又は支払先・謝礼先が特定 を明文化した。
参加費 できない場合は対象外
・講演会 ・ 「研修会、講演会等」の「等」に
参加費 は、シンポジウム、セミナー、講座

会 場 費 ・ 会場費に茶、水、コ-ヒ-、紅 などを含むものである。
茶、ジュ-スに係る経費が含まれ
不可分の場合は対象とする。

・ 政務活動以外の経費と不可分
の場合は、必要に応じて時間等
により按分を行う。

機材借り上 ・ 政務活動以外の経費と不可分
げ費 の場合は、必要に応じて時間等

により按分を行う。

資料印刷費 ・ 政務活動以外の経費と不可分
の場合は、成果品を確認し、政
務活動に要した紙面の割合等に
より按分を行う。
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条例第10

条 に 規 定費
使途基準の考え方 補 足 説 明 等す る 経 費 使途内容等

の範囲目

会派、議 交 通 費 ・ 調査研究費と同じ。 （全国議長会）広

員が行う ・ 「広聴」は、幅広く府民、地域住聴

議 会 活 民等から意見を聴取することを想定広

動、府政 広 会 場 費 ・ 会場費に茶、水、コ-ヒ-、紅 している。報

に関する 聴 等 茶、ジュ-スに係る経費が含まれ費

施策等の 広 不可分の場合は対象とする。 ・ 「府政に関する政策等」の「等」

広聴広報 報 は会派（議員）の政策・理念、国政

活動に要 活 ・ 政務活動以外の経費と不可分 の課題などを含むものである。

する経費 動 の場合は、必要に応じて時間等

費 により按分を行う。 ・ 広報紙やホームページ等の作成を

○例示 外部委託することも対象となる。

・広報紙

等作成費 広 印刷費 ・ 政務活動以外の経費と不可分 ・ 会場を借りて府政報告会や広聴を、

及び郵送 報 送 料 、 の場合は、成果品を確認し、政 行う場合の会場費や機材借上費も対

料 紙 配布料 務活動に要した紙面の割合等に 象となる。

印 より按分を行う。

・府政広 刷

報活動経 費

費 等

・ホーム

ページ開 ホームペー ・ ホームページの作成・維持・

設・維持 ジ作成・管 更新に係る経費は、政務活動費

費 理費 を充当できる活動と政務活動費

を充当できない活動に関する情

・地域住 報の量等により按分を行う。

民・団体

からの意

見の聴取
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条例第10

条 に 規 定費
使途基準の考え方 補 足 説 明 等す る 経 費 使途内容等

の範囲目

会派、議 共 通 ・ 要請陳情活動、意見交換会の （全国議長会）要

員が行う 内容が明らかでないものは対象 ・ 「要請陳情活動」は、地域のため請

要請陳情 外 の予算獲得や、府政の課題解決のた陳

活動、住 めの中央省庁、国会議員等に対する情

民相談等 要請陳情活動などが想定される。等

の活動に 交 通 費 ・ 調査研究費と同じ活

要する経 ・ 「住民相談」は、住民から個別に動

費 相談を受けることを想定しており、費

宿 泊 費 ・ 調査研究費と同じ 予め、日時場所等を特定して開催す

○例示 る住民相談会とは区別している。

・政府予

算要望活 会 場 費 ・ 会場費に茶、水、コ-ヒ-、紅 ・ 「要請陳情活動、住民相談等」の

動 茶、ジュ-スに係る経費が含まれ 「等」は、要請陳情活動の前提とな

不可分の場合は対象とする。 る住民との意見交換など住民の意思

・地域住 を把握する活動を広く含むものであ

民・団体 ・ 政務活動以外の経費と不可分 る。

との意見 の場合は、必要に応じて時間等

交換会 により按分を行う。

機材借り上 ・ 政務活動以外の経費と不可分

げ費 の場合は、必要に応じて時間等

により按分を行う。

資料印刷費 ・ 政務活動以外の経費と不可分

の場合は、成果品を確認し、政

務活動に要した紙面の割合等に

より按分
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条例第10

条 に 規 定費
使途基準の考え方 補 足 説 明 等す る 経 費 使途内容等

の範囲目

１ 会派 共 通 ・ 会議の内容が明らかでないも （全国議長会）会 、

議員が行 のは対象外 ＜会派・議員共通＞

う各種会 ・ 「住民相談会」は会議として開か議
議、住民 交 通 費 ・ 調査研究費と同じ れるものであり、個別の住民との住

相談会等 民相談とは区別される。費
に要する 宿 泊 費 ・ 調査研究費と同じ ・ 「各種会議、住民相談会等」及び
経費 「意見交換会等」の「等」は、各種

会 費 等 ・ 次の会合等への出席に係る経 会合、式典などを含む趣旨である。
２ 団体 費の支出は、対象外 ・ 「団体等」の「等」は、企業、学
等が開催 (1) 飲食・会食を主目的とする懇 校、個人などを含むものである。
する意見 談会への出席
交換会等 （例）新春互礼会、歓迎レセプシ ＜会派＞
各種会議 ョン、祝賀会等 ・ 会派が行う「各種会議」には、勉
への議員 (2) 議員が役員に就任している団 強会、政策立案のための会議の他、
（会派に 体の理事会、役員会、総会等へ 会派としての庶務的事項を協議決定
あっては の出席 するための会議も含まれる。
会派とし
て）の参 食 糧 費 ・ 会議等での講師、助言者等へ ＜議員＞
加に要す の弁当代、政務活動に資する会 ・ 議員が行う「各種会議」には、勉
る経費 議等への参加会費が会議に引き 強会、政策立案のための会議の他、

続く飲食経費を含み不可分の場 各種打合せのための会議も含まれ
○例示 合等は、社会通念上の妥当性を る。
・地域府 超えない範囲(上限5,000円)で
政要望会 認める。 （全国議長会）
開催費 ＜会議費＞

謝金、謝礼 ・ 謝金、謝礼（商品券、ギフト 次の経費への支出は、政務活動費を
・地域住 （商品券、 券）等に係る経費については、 充当するのに適しない。
民・団体 ギフト券） 支出の客観的な確認ができない ・ 飲食・会食を主目的とする各種会
との意見 等 場合又は支払先・謝礼先が特定 合
交換会 できない場合は対象外 ・ バー、クラブなど会合を行うのに

適切な場所とは言えない場所での飲
・地域研 会 場 費 ・ 会場費に茶、水、コ-ヒ-、紅 食費
究会の開 茶、ジュ-スに係る経費が含まれ ・ 議員が他の団体（農協、ライオン
催 不可分の場合は対象とする。 ズクラブ、ＰＴＡ、趣味の会等）の

・ 政務活動以外の経費と不可分 役職を兼ねている場合、議員の資格
・学識経 の場合は、必要に応じて時間等 としてではなく役職者の資格として
験者との により按分を行う。 の当該団体の理事会、役員会や総会
意見交換 の出席
会 機材借り上 ・ 政務活動以外の経費と不可分 ・ 公職選挙法の制限や社会通念上の

げ費 の場合は、必要に応じて時間等 妥当性を超えた飲食
により按分を行う。 例） ｢公職選挙法 （第１９９条」

の２）
資料印刷費 ・ 政務活動以外の経費と不可分 寄附に該当する経費（お茶及

の場合は、成果品を確認し、政 びお茶うけを超える飲食の提
務活動に要した紙面の割合等に 供、講演会等の集会における食
より按分 事の提供）
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条例第10

条 に 規 定費
使途基準の考え方 補 足 説 明 等す る 経 費 使途内容等

の範囲目

会派、議 印刷製本費 ・ 政務活動以外の経費と不可分 （全国議長会）資
員が行う の場合は、成果品を確認し、政 ・ 資料作成を外部に委託することも料
活動に必 務活動に要した紙面の割合等に 対象となる。作
要な資料 より按分を行う。成
を作成す費
るために

要する経

費

○例示

・議会審

議資料作

成費

・資料コ

ピー費

会派、議 書 籍 購 入 ・ 新聞、書籍、職員録、議会手 （全国議長会）資
員が行う 費、新聞雑 帳等の購入は 原則各１冊 部 ・ 「図書、資料等」の「等」は、電料 、 （ ）

活動のた 誌購読料、 とする。 子書籍や新聞の電子版など電子デー購
めに必要 有料データ タも含む趣旨である。入
な図書、 ベース利用 ・ 政務活動との関連が明らかで費
資料等の 料等 ない書籍の購入、新聞等の購読 ・ 「購入、利用等」の「等」は、会

購入、利 料は対象外 員制のオンラインサービスから情報

用等に要 提供を受ける場合の会費(年会費・

する経費 ・ 購入の明細が明らかでない書 月会費等)などを含む趣旨である。

籍購入費は対象外

○例示

・書籍等 ・ 議員の任期を超える購読料の

購 入 費 前払いに係る経費は対象外 ・ 新聞の部数は、新聞社（地域版が

（CD-R 発行されている場合は地域版）ごと

OM等含 に１部とする。

む）

・ 書籍については、政務活動に資す

・新聞購 るものかどうか、購入書籍の明細を

読料 確認できることを要件とする。
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条例第10

条 に 規 定費
使途基準の考え方 補 足 説 明 等す る 経 費 使途内容等

の範囲目

議員が行 共 事 務 所 次のような事務所としての要件事
う活動の 通 と し て を満たす必要がある。務
ために必 の 要 件所
要な事務 ・ 事務所としての外形上の形態費
所の設置 を有していること。

及び管理

に要する ・ 事務所としての機能（事務ス

経費 ペース、応接スペース、事務用

備品等）を有していること。

○例示

・事務所 ・ 賃貸の場合は、議員が契約者

の賃借料 となっていること。

・光熱水

費 設 購 入 費 ・ 事務所購入費は対象外 ・資産形成と憶測されるものには政務

置 関 係 活動費を充当できない。

・駐車場 費

賃借料

・テレビ 賃 自 宅 、 ・ 自宅又は議員若しくは生計を ・ 「生計を一にする」とは、必ずし

受信料 借 親 族 等 一にする親族等の個人所有の事 も同一の家屋に起居していることを

料 に 対 す 務所に対する賃借料は対象外 要件とするものでもありません。常

る 賃 借 に生活費、学資金、医療費等を送金

料 している場合には 「生計を一にす、

る」ものとして取り扱われます。

なお、親族が同一の家屋に起居し

ている場合には、明らかに互いに独

立した生活を営んでいると認められ

る場合を除き、これらの親族は「生

計を一にする」ものとして取り扱わ

れます。＜国税庁 所得税基本通達

２－４７抜粋＞

・ 議員が法人の代表者・役員等の地

位にあり、その法人から事務所を賃

借し、賃借料を支払う場合には、政

務活動費を充当することについて注

意が必要である。
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条例第10

条 に 規 定費
使途基準の考え方 補 足 説 明 等す る 経 費 使途内容等

の範囲目

議員が行 賃 駐 車 場 ・ 駐車場賃借料は、政務活動に事
う活動の 借 賃 借 料 係る車両に係るものは来客用も務
ために必 料 含め認める。所
要な事務費

所の設置

及び管理 按 分 方 ※ 政務活動以外と不可分の場合 ・ 政務活動に要した使用領域(面

に要する 法 は按分 積 、使用時間等により按分する場）

経費 合は、按分の根拠が客観的に確認で

○ 賃借料（駐車場を含む ） きる証拠書類・資料等を適切に整理。

○例示 ・保管すること。

・事務所 ア 政務活動に要した使用領域

の賃借料 （面積等 、使用時間等により ・ 後援会事務所等と共用の場合は、）

按分 可能な限り事務所の電話、ガス、水

・光熱水 道等の契約を分離することが望まし

費 面積で按分する場合の按分割合 い。（ ）

政務活動の使用面積(A)

政務活動の使用面積(A)＋その他の活動の使用面積(B)・駐車場

賃借料

（ ）時間で按分する場合の按分割合

・テレビ 政務活動の使用時間(A)

政務活動の使用時間(A)＋その他の活動の使用時間(B)受信料

（ ）イ 政務活動の割合 使用領域等

が明らかでない場合

２分の１

光 按 分 方 ※ 政務活動以外と不可分の場合

熱 法 は按分

水

費 ○ 光熱水費、テレビ受信料等

等

管 ア 政務活動に要した使用時間、

理 使用頻度、使用領域（面積）等

費 により按分（按分割合の求め方

他 は賃借料を参照）
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条例第10

条 に 規 定費
使途基準の考え方 補 足 説 明 等す る 経 費 使途内容等

の範囲目

（ ）事 議員が行 光 イ 政務活動の割合 使用頻度等

う活動の 熱 が明らかでない場合務
ために必 水 ２分の１所

（ 、 ）費 要な事務 費 ただし 自宅の場合 ４分の１

所の設置 等

及び管理 管

に要する 理 損 害 保 ・ 損害保険料（火災等）は対象外

経費 費 険 料

他

会派、議 自 購入費 ・ 車両の購入費用（リース料を ・ 自動車の購入については事務所の事 、

員が行う 動 リース 含む ）は対象外 購入と同様適当でない （政務活動務 。 。

活動に係 車 料 ただし、政務活動のため専用 費は原則的には政務活動に直接的に費
る事務の 購 の車両を臨時的に借用する経費 要する経費であり、政務活動を行う

遂行に要 入 等 やむを得ないものは認める ための環境整備にまで使うことは適、 。

する経費 費 当ではないと考える ）。

等

○例示

・電話使 ・ 調査研究費と同じ ・ 調査研究費と同じ
ガ ソ リ

ン代
用料（携

帯含む）

自 車検代 ・ 車両の維持経費（車検、修理 ・ 政務活動に自動車を使う際の費用、

・インタ 動 保険代 費用、税金等）は対象外 は、交通費として取り扱うべきであ、

ーネット 車 税、消 る。したがって、政務活動費で支出

利用料金 維 耗品代 ・ 損害保険料（車両等）は対象 できるのは、燃料費及び有料道路通

、 、持 等 外 行料 駐車料金等の実費のみであり

・ＯＡ機 管 その他の維持管理に要する費用に支

器等 理 出することは適当でない。リ ー ス

・保守料 費

・ 一般的に自己所有の自動車は、私

・コピー 的活動に供されることが主であり、

代 政務活動に使用するのは、活動の道

具として整備された自動車が存在す

・備品購 ることを前提とし、それを利用する

入費 に過ぎないものであるため、修繕費、

車検費用、保険料等の維持管理は政

・事務用 務活動に直接必要な経費と考えるべ

消耗品購 きではない。

入費

・郵送料
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条例第10

条 に 規 定費
使途基準の考え方 補 足 説 明 等す る 経 費 使途内容等

の範囲目

会派、議 事 事 務 機 ※ 政務活動以外と不可分の場合 （会派控室の場合の按分率の考え方）事
員が行う 務 器 リ ー は按分 行政財産である会派控室の使用が認務
活動に係 機 ス 料 められるのは、政党活動、選挙活動な費
る事務の 器 (消耗品 ○ 事務機器のリース料（消耗品 ど政務活動以外の活動を行わないこと

遂行に要 ・ 費含む) を含む 、備品購入費 が前提であるため、按分率は１０分の。）

する経費 備 １０とする。

品 ア 会派控室の場合

○例示 等 １０分の１０

・電話使

用料（携 イ 議員の場合

帯含む） 備 品 購 (ｱ) 政務活動に要した使用頻度 ・ 備品・消耗品については、政務活

入 費 等により按分 動に対する有用性が高く、一般的に

・インタ 直接必要であると認められるものに

ーネット (ｲ) 政務活動の割合（使用頻度 限定すべきである。なお、議員個人

利用料金 等）が明らかでない場合 の私的目的に供するものは、対象外

２分の１ である。

・ＯＡ機

器等リー ・ また、その価格についても、政務

ス・保守 活動に要する備品という視点から常

料 識的に判断されるべきものと考えら

れる。

・コピー

代 ・ 次の備品等は政務活動費からの支

出は不適当と考えられる。

・備品購 ＊ 事務所に掲示する絵画等の美術

入費 品・装飾品

＊ 政務活動を行う事務所としての

・事務用 使用目的から判断して必要な機能

消耗品購 を超えた備品等の設置

入費

・ 資産形成につながる可能性の高い

・郵送料 高額な備品（取得価格が原則１０万

円以上）の購入代金は、政務活動費

。 、を充当することはできない ただし

政務活動に直接必要と認められる備

品（パソコン、印刷機等）について

は、充当することができる。
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条例第10

条 に 規 定費
使途基準の考え方 補 足 説 明 等す る 経 費 使途内容等

の範囲目

会派、議 通 郵 便 料 ・ 郵便料金（内容があいさつ目 ○ 郵便切手等を購入したときは、必事
員が行う 信 的とみなされるはがき代、レタ 要に応じて受払簿を整備し、管理を務
活動に係 費 ックス等を除く ）は、実費の範 徹底すること。費 。

る事務の 送 料 囲で認める。

遂行に要

する経費

固 定 電 ※ 政務活動以外と不可分の場合 ＜事務費（通信費）＞（全国議長会）

（ ）、○例示 話 ・ フ は按分 ・ 政務活動に係る通話時間 概数

・電話使 ァ ッ ク 使用頻度で按分する。

用料（携 ス 等 料 ○ 通信費（固定電話、ファック ＦＡＸの使用状況のように、一般

帯含む） 金 ス等） 電話、携帯電話の利用明細を発行し

てもらい（要申込み 、相手先番号）

・インタ ア 会派控室の場合 により振り分け、比率を出す方法も

ーネット １０分の１０ ある。

利用料金

イ 議員の場合 （会派控室の場合の按分率の考え方）

・ＯＡ機 (ｱ) 政務活動に要した通話時 事務機器リース料、備品購入費に同

器等リー 間、使用時間、使用頻度等に じ

ス・保守 より按分

料

(ｲ) 政務活動の割合（使用頻度

・コピー 等）が明らかでない場合

代 ２分の１

・備品購

入費 携 帯 電 ・ 携帯電話料金については、政

話 料 金 務活動に要した通話時間、使用

・事務用 時間、使用頻度等により按分

消耗品購

入費 ・ 使用実態等政務活動の割合 使（

用頻度等）が明らかでない場合

、 。・郵送料 は 支出額の２分の１を認める

インタ ○ インターネット料金

ーネッ

ト料金 ア 会派控室の場合 （会派控室の場合の按分率の考え方）

１０分の１０ 事務機器リース料、備品購入費に同

じ

イ 議員の場合

(ｱ) 政務活動に要した使用頻度

等により按分
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条例第10

条 に 規 定費
使途基準の考え方 補 足 説 明 等す る 経 費 使途内容等

の範囲目

会派、議 通 インタ （イの続き）事
員が行う 信 ーネッ (ｲ) 政務活動の割合（使用頻務
活動に係 費 ト料金 度等）が明らかでない場合費
る事務の ２分の１
遂行に要
する経費 ウ 会派・議員共通

・ 事務所、自宅以外に持ち出
○例示 して使用できるモバイル端末
・電話使 の場合 ２分の１
用料（携
帯含む）

事 購 入 費 ・ 事務用品費は、購入品の明細 ・ 事務用品については、政務調査活
・インタ 務 を要する。 動に資するものかどうか、購入品の
ーネット 用 明細を確認できることを要件とす
利用料金 品 ・ 次に掲げる区分に応じ、当該 る。

等 区分に定める割合で按分する。
・ＯＡ機
器等リー ア 会派控室の場合 （会派控室の場合の按分率の考え方）
ス・保守 １０分の１０ 事務機器リース料、備品購入費に同
料 じ

イ 議員の場合
・コピー (ｱ) 政務活動に要した使用頻度
代 等により按分

・備品購 (ｲ) 政務活動の割合（使用頻度
入費 等）が明らかでない場合

２分の１
・事務用
消耗品購 ・ 清掃用品、日常生活用品、生
入費 花等に係る経費は対象外

・郵送料
名刺代 ・ 政務活動用に必要な名刺は認

める。

※ 政務活動とそれ以外の活動の
使用頻度に応じて按分を行う

茶 葉 等 ・ 事務所で来客用に使用する茶 ・ 購入価格・数量等は、社会通念上、
水、コ-ヒ-、紅茶、ジュ-スに要 妥当な範囲とする。
する経費は対象とする。

※ 政務活動とそれ以外の活動の
使用頻度に応じて按分を行う
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条例第10

条 に 規 定費
使途基準の考え方 補 足 説 明 等す る 経 費 使途内容等

の範囲目

会派、議 按分方法 ※ 政務活動以外と不可分の場合 ・ 政務活動の業務に従事した時間、人
員が行う は按分 日数等により按分する場合は、按分件
活動を補 の根拠が客観的に確認できる証拠書費
助する職 ・ 次に掲げる区分に応じ、当該 類・資料等を適切に整理・保管する

員を雇用 区分に定める割合で按分する。 こと

する経費

ア 会派控室の場合

○例 示 １０分の１０ （会派控室の場合の按分率の考え方）

事務機器リース料、備品購入費に同

・政務活 イ 議員の場合 じ

動補助職 (ｱ) 政務活動の業務に従事した

員雇用費 時間、日数等により按分

政務活動業務時間(日数)等(A)

政務活動業務時間（日数）等(A)＋その他業務時間（日数）等(B)

(ｲ) 政務活動の割合（使用頻度

等）が明らかでない場合

２分の１

要 件 ・ 人件費については、次に掲げ ・ 人件費に政務活動費を充当する場

（給与支払 る要件を満たす必要がある。 合は、雇用実態が客観的に確認でき

報告、毎月 る証拠書類 雇用契約書 協定書 覚（ 、 （

の客観的な ア 勤務実態（時間給により賃金 書 、勤務実績、毎月の支払いが分）

） 。支払等） を受ける職員にあっては、勤務 かるもの等 を適切に整理すること

時間数の明示）があり、給与支

払報告書（源泉徴収票）が提出

されていること。

イ 毎月の給与支払が 客観的 口、 （

座振替等）に確認できること。

ただし、生計を一にする親族 ・ 労働基準法（第24条）に、原則

以外の職員から現金払いの書面 として賃金を通貨で支払うという規

による申出がある場合は、この 定があることから、左記のとおり定

限りでない。 めることとした。
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４ 交付等の手続

(1) 事務手続の流れ

手続の種類 時 期 会 派 議 員

会派 ⇒ 議長 議員 ⇒ 議長

交 ・会派の代表者、会派及 ―

付 会派の ・任期開始時 び所属議員に係る政務

の 届 出 ・変更の都度 活動費の月額、経理責

手 任者並びに監査責任者

続 を決定

（ 、 ）・会派結成 異動 解散

届の提出

振 込 口 座 ・任期開始時 政務活動費専用金融機関届の提出

の 届 出 ・変更の都度

・任期開始時 議長 ⇒ 知事

知事への通知 ・毎年度4月1日ま 会派結成（異動、解散） 政務活動費の交付を受け

で 届のあった会派を通知 る議員を通知

・変更の都度 会派及び所属議員に係る政務活動費の月額を通知

・任期開始時 知事 ⇒ 会派代表者 知事 ⇒ 議員

交 付 決 定 ・毎年度当初 交付決定通知

・変更の都度

・毎四半期の最初 知事 ⇒ 会派 知事 ⇒ 議員

交 付 の月の初日（休 交 付（口座振込）

日の場合は、直

後の開庁日）
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会派経理責任者 議 員

・各種契約書の作成（必要な場合）

政 務 活 動 費 随 時 ・支出及び領収書等の徴収

の 支 出 ・会計帳簿の記帳

・領収書の貼付（又は支払証明書の作成）

・活動報告書等の作成

・各種資料、成果品等の保存

会派代表者 ⇒ 議長 議員 ⇒ 議長

・交付年度の翌年度 収支報告書及び添付書類の提出

４月30日まで ・収支報告書（原本）

・任期満了、会派消 ・領収書その他の証拠書類の写し

収支報告書等 滅、議員離職の翌 * 領収書（貼付用紙に貼付 （写し））

の 提 出 日から３０日以内 * 預金口座の通帳の写し（口座振替による支払

の場合 （該当部分のみ））

※休日の場合は、直 * 支払証明書（写し）

後の開庁日 * 行程表、経費内訳（府外視察調査、府外要請

陳情活動、府内での宿泊を伴う活動）

* 案内資料、次第（研修会、講演会、各種会議

、 ）等の実施・参加 会費等を伴う団体への参加

* 成果品、印刷物（広聴広報活動、要請陳情活

動等に用いる印刷物、配布物）

・会計帳簿

・事務所状況等説明書（議員のみ）

（ 、 、・活動報告書 府外視察調査 府外要請陳情活動

調査委託、会場使用料を伴う研修会、講演会、

各種会議等の実施、府内で行う宿泊費を伴う活

動、月・年等を単位とする会費・入会金等を伴

う団体への参加、参加費・会費・資料代等を伴

う研修会、後援会、各種会議等への参加）

・印刷物配布費用等説明書

・備品台帳

収支報告書等 ・収支報告書等の提 ・事務局による確認

の 確 認 出後
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検 証 等 事務局による確認後 ・疑義が生じた場合に外部有識者による検証実施

の 実 施 ・適正な運用を期するための相談対応（随時）

議長 ⇒ 知事
収支報告書の

収支報告の都度 会派及び議員から提出のあった収支報告書の写し
知事への送付

を送付

・収支報告書の確認 知事 ⇒ 会派代表者 知事 ⇒ 議員

額の確定通知 終了後 ・額の確定通知書送付

・任期満了、議員離 ・納入通知書発行（残余が生じた場合）

残余額の返還 職時等は収支報告 会派代表者 議員

（残余が生じ 書確認後、速やか ・残余額の返還（納入通知書に示す納期限まで）

た場合） に

会派代表者 ⇒ 議長 議員 ⇒ 議長

・随時の自主修正 ・修正届の提出

収支報告書等 ・収支報告書の修正

の修正 ・検証の結果、修正 ・添付書類の修正、追加

が必要な場合

※修正の結果、新たな残余額が生じた場合は、

返還が必要である。

収支報告書提出期限 会派の収支報告書等 議員の収支報告書等

の翌日から起算して ・議会図書館で閲覧

（ 、 ）収支報告書等 ６０日を経過した日 開庁日:9時から正午まで 13時から17時まで

の閲覧期間 の翌日から、提出期 ・収支報告書とその添付書類として提出された書

限の翌日より５年を 類の全てが閲覧の対象

経過する日まで

※ 写しの交付も可能（実費相当料金必要）
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会派経理責任者 議 員

・領収書その他の証拠書類

* 領収書（貼付用紙に貼付）

* 支払証明書

会計帳簿等の 収支報告書提出期限 * 各種契約書

原本の保管 の翌日から５年間保 * 各種成果品等

、 、 （ 、存 * 行程表 経費内訳 調査資料 府外視察調査

、 ）府外要請陳情活動 府内での宿泊を伴う活動

* 案内資料、会議等次第、会議等資料、会議等

の概要（研修会、講演会、各種会議等の実施

・参加）

* 案内資料、団体の規約・年次報告（会費等を

伴う団体への参加）

* 勤務実績<日数、時間>を証する書類、税務関

係書類（人件費）

* その他証拠書類

・会計帳簿

・事務所状況等説明書（議員のみ）

* 政務活動に要した使用領域（面積 、使用時）

間等が客観的に確認できる証拠書類・資料等

・活動報告書

・印刷物配布費用等説明書

・備品台帳



- 28 -

(2) 交付等の手続

ア 会派の場合

会派が政務活動費の交付を受けようとするときは、任期開始時に、代表者、会派及

び所属議員に係る政務活動費の月額、政務活動費経理責任者並びに政務活動費監査責

任者を定めるとともに、その代表者は、 を議長に提出する （条例第５条会派結成届 。

第１項）

なお、政務活動費経理責任者及び政務活動費監査責任者は、会派を構成する議員の

中から選ぶ必要がある。

また、交付の方法は、口座振替となるので、会派結成届とともに政務活動費専用金

融機関届を提出すること。

イ 議員の場合

議員が政務活動費の交付を受けようとするときは、特に届出は不要である。

なお、交付の方法は、口座振替となるので、あらかじめ、政務活動費受領用金融機

関届を提出すること （受領用口座の変更がない限り、再提出は不要）。

ウ 会派に異動や解散があった場合

会派異動会派に異動があったときや会派が解散したとき、その代表者は、速やかに

、 議長に提出すること （条例第５条第２項及び第３項）届 会派解散届を 。

政務活動費は、会派に係る月額に毎四半期の最初の月の初日における各会派の所属

議員数を乗じて得た額が交付されるので、四半期の途中において、会派の所属議員数

に異動が生じた場合は、当該会派に既に交付した政務活動費については、その異動が

生じた日の属する月の翌月（その月が初日の場合は、当月）分から調整する。

※ 会派結成届の内容に異動が生じたときとは、会派の代表者、政務活動費経理責任

者、政務活動費監査責任者又は会派の構成員に変更があったとき並びに政務活動費

の会派・所属議員の月額を変更しようとするときをいう。
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５ 会計帳簿の調製・証拠書類の整理保管

(1) 帳簿、証拠書類等の整理保管の義務

会計帳簿及び領収書、活動報告書その他の会派の政務活動費経理責任者及び議員は、

証拠書類を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日

（規程第10条）の翌日から起算して５年を経過する日まで保存する必要がある。

(2) 証拠書類の整理保管

ア 領収書

領収書については、領収書貼付用紙に貼り付けること。

領収書の記載事項

政務活動費を充当する支出に係る もの領収書については、下記の事項の記載を求める

領収書に記載ができない場合には、請求書又は納品書をとする。なお、紙面等の関係上

し、内容を明らかにするものとする。併せて添付

ア あて名

○ 会派分 原則：会派代表者名（契約書の締結を要しないものは会派名でも可）

○ 議員分 原則：議員本人名（契約書の締結を要しないものは事務所名でも可）

イ 金額

ウ 発行（受領）年月日

エ 発行者(受領者)、発行者印（レシートを除く ）。

オ 内容（領収書但し書きに記載を求めるもの。紙面上の制約がある場合は納品書）

(ｱ) 業務委託契約の場合 業務名、数量 〔必要に応じ〕業務期間、単価

(ｲ) 物品購入の場合 物品名、単価、数量

(ｳ) 人件費の場合（原則：口座振替）

月給制の場合： 年 月分給与

時給制の場合：支払対象期間、勤務時間数、単価
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※ レシート等の場合で内容が記載されていないときは、領収書貼付用紙の余白に記

載すること。

※ レシートの場合は、時間の経過により印字が見えなくなるので、コピー（写し）

をとって保存すること。

※ 領収書の発行がなく、預金口座引き落としにより支払がなされる場合は、当該引

（ ） 、き落としを証する預金通帳の写し 該当部分のみ により領収書に代えるとともに

上記ア～オが記載された納品書、請求書、内訳書等を添付すること（電気代、ガス

、 、 （ 、 、代 水道代のほか 一年を通じて金額が一定のもの 事務所賃借料 駐車場賃借料

新聞代、コピー機リース料等）については、納品書等の添付は不要。ただし、領収

書貼付用紙の余白に適宜追記して、それらに関する引き落としであることを明確に

すること 。。）

イ 領収書貼付用紙

○ 領収書貼付用紙への記載事項

収支報告書の使途項目別の金額を提出された領収書により確認することができるよ

う、領収書貼付様式に をした上で貼付するものとする。次の記載

なお、各項目への計上が領収書により明確となるよう振込料や発送料などの従たる

支出を分離して事務費に計上せず、主たる支出項目に計上するものとする （例：調。

査業務委託費と振込料、印刷物発行費と郵送料）

ア 使途項目名

イ 整理番号

ウ 政務活動費計上額

エ 按分率

オ 備考（特記事項）

(ｱ) 領収書金額のうち一部を計上する場合

その理由（政務活動経費以外の対象経費とその比率）

(ｲ) 同一の業務内容につき領収書金額の他に経費支出（後援会負担分など）が
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ある場合

その内容（後援会負担等により政務活動費充当の領収書が按分済である

ことを示す内容）

○ 領収書貼付用紙への領収書等の貼付に当たっての留意事項

、 。＊ 同一の支出内容については １枚の用紙に複数の領収書を貼付することができる

（按分率が異なれば別の用紙に貼付する ）。

＊ 領収書の記載で支出内容が明確でない場合は、請求書若しくは納品書の添付又は

備考欄へ支出内容を記載する。

＊ 領収書の発行がなく、預金口座引き落としにより支払がされている場合は、当該

預金通帳の写し（該当部分のみ）を貼付するとともに、納品書、請求書、内訳書等

を添付する（特定のものについては、添付不要。ア領収書を参照 。）

ウ 支払証明書

支払証明書によることができる支出

領収書の添付を原則とするが、領収書を徴しがたい支出については支払証明書による

証明を可能とする京都府会計規則の取扱いに準じて、次の支出については支払証明書の

添付による報告を可能とする。

ア 自動券売機で購入する切符代（特急料金、座席指定料金等運賃の他に特別の費用

が伴うものを除く ）及び路線バス運賃。

イ ガソリン代で距離数により計上する場合（１ｋｍ：３７円）

エ その他の書類

会派・議員が整理・保管すべき証拠書類

会派の政務活動費経理責任者及び議員には、証拠書類の整理保管義務を課している

、 、 。ところであるが その対象となる証拠書類は個々の使途に着目し 次のとおりとする
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費 目 使 途 保管すべき証拠書類

、府 、調査資料調査研究費 海外・府外調査 行程表、経費内訳
内での宿泊

調査委託 契約書、成果品

年会費等の支出 案内資料、団体の規約・年次報告

研 修 費 講演会・研修会実施 案内資料、 次第、 資料、、 講演会等 講演会等
講演会等の概要参加

広聴広報費 作成業務委託 契約書、成果品

印刷業務委託 納品書、印刷物

要請陳情等 府外要請陳情活動 行程表、経費内訳
活動費

作成業務委託 契約書、成果品

印刷業務委託 納品書、印刷物

会 議 費 会議の開催 案内 、会議資料、会議概要資料、会議次第

資料作成費 作成業務委託 契約書、成果品

印刷業務委託 納品書、印刷物

資料購入費 特 に な し

事 務 所 費 事務所賃借 賃貸借契約書

駐車場賃借 賃貸借契約書

事 務 費 機器賃借料 賃貸借契約書

人 件 費 職員雇用 雇用契約書、勤務実績（時間、日数）を証
する書類、源泉徴収等税務関係書類

上記のほかに、支払の根拠となる書類及び活動の実態が判る書類等がある場合には

それらの書類を、政務活動の実態により按分した場合は按分の根拠が客観的に確認で

きる証拠書類・資料等を、上記書類と同様に、会派の政務活動費経理責任者及び議員

において整理の上、保管すること。
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６ 収支報告書等の提出

(1) 提出に関する手続等

ア 提出義務

会派の代表者及び議員は、収支報告書を提出するときは、当該収支報告書に記載され

た支出についての領収書その他の証拠書類の写し（以下「領収書等の写し」という 、。）

活動報告書その他議長が別に定める書類を添付しなければならない （条例第１１条、。

規程第７条）

イ 提出等の時期（期限）

(ｱ) 年度分

４月分～３月分について、交付を受けた年度の翌年度の４月３０日（休日の場合は以

降の最初の開庁日）までに提出する （条例第１１条第１項）。

※ 提出された書類は、閲覧に供する。

(ｲ) 会派が消滅した場合

会派が消滅した日の属する月までの分を、消滅した日の翌日から起算して３０日以内

（休日の場合は以降の最初の開庁日）に提出する （条例第１１条第２項）。

※ 提出された書類は、閲覧に供する。

(ｳ) 議員が任期満了、辞職、失職、除名、議会の解散により議員で

なくなった場合

議員でなくなった日の属する月までの分を、その日の翌日から起算して３０日以内

（休日の場合は以降の最初の開庁日）に提出する （条例第１１条第３項）。

※ 提出された書類は、閲覧に供する。
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ウ 添付書類

(ｱ) 領収書・支払証明書（５の(2)証拠書類の整理保管を参照）

・ 政務活動費の支出の透明性の向上を図るため、すべての項目のすべての支出につい

て、領収書の写しを添付する必要がある。

（領収書の発行がなく預金口座引き落としの場合は当該預金通帳の写し、一般領

収書の発行が困難な場合はレシートも可能）

・ 領収書が徴しがたい支出については、支払証明書の添付によることを可能としてい

る。

（自動券売機で購入する切符代（特急料金、座席指定料金等運賃の他に特別の費

用が伴うものを除く 、路線バス運賃、距離数（1km:37円)により計上するガ。）

ソリン代）

・ 領収書記載事項により目的（用務名称 、単価、数量等の内容が明確でない場合及）

び領収書の発行がなく預金口座引き落としの場合は、納品書、請求書、内訳書等を併

せて添付する必要がある。

（特定のものについては、添付不要。５の(2)のア領収書を参照 。）

(ｲ) 活動報告書

・ 活動報告書は、政務活動費を充てた主な活動に係る内容、要した経費等の報告を求

めることにより、透明性の向上を図り、府民への説明責任に応えることを目的に作成

する。

・ 作成の上、添付する必要がある場合については、以下のとおりである。

① 府の事務及び地方行財政等に関する調査研究のため、府外へ出張したとき（府外

調査に関して、調査結果報告に係る記載スペースが足りない場合、別途報告書(様

式任意)を追加添付すること ）。

② 府外で要請陳情活動を行ったとき
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③ 府の事務及び地方行財政等に関する調査委託をしたとき

④ 会派、議員が主催する会場使用料を伴う研修会、講演会、各種会議等を行ったと

き

⑤ 政務活動費を充てて府内で宿泊したとき

⑥ 月、年等を単位とする会費、入会金等を払って団体に入会し、又は会員等の地位

の継続、更新等をしたとき

⑦ 参加費、会費、資料代等を伴う研修会、講演会、各種会議等に参加したとき

(ｳ) 会計帳簿

・ 会計帳簿は、収支報告書作成の基本となるので、次の事項について、漏れのないよ

うに記載すること。

① 収入年月日及び支出年月日

② 各支出ごとの条例別表に定める経費の費目（使途項目）

③ 収入及び支出の内容

④ 支払金額及び支払先

⑤ 支払金額の内訳となる単価及び数量

⑥ 政務活動費として計上する按分率及び金額

⑦ 領収書整理番号（個々の支出ごとに整理番号を付ける）

(ｴ) 事務所状況等説明書（議員のみ）

・ 事務所状況等説明書は、事務費、人件費、光熱水費、駐車場代等の按分率の基準と

なる事務所の使用実態を示すために作成するものであり、それらの経費を計上する限

りは、事務所賃借料の計上の有無にかかわらず、必ず提出すること。

・ 政務活動の拠点が複数ある場合で、それぞれの拠点における活動に関して政務活動

費を計上するときは、各拠点ごとに事務所状況等説明書を作成の上、提出すること。
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（例えば、事務所と自宅を政務活動の拠点としているが、自宅での活動に関し、

政務活動費を全く計上しなかった場合は、自宅部分に関する事務所状況等説明書

の作成は不要）

・ 事務所の使用実態を基に按分率を定める場合は、その考え方を客観的に説明するこ

とができる証拠書類、資料等を整理、保管しておくこと。

(ｵ) 印刷物配布費用等説明書

・ 広報紙を作成して配布する場合、印刷代や送料に限らず、封筒代や封入封緘代、新

聞折込代などの様々な費用が発生することがあり、また、切手や封筒については、政

務活動以外の活動においても使用されるものであることから、印刷物配布費用等説明

書は、関係する費用を一覧化するとともに関係性を明確にすることにより、使途の透

明性の向上を図ることを目的に作成する。

・ 印刷物配布費用等説明書は、作成、配布した印刷物単位で作成すること。

・ コピー機等で自前で作成したこと等により、印刷経費そのものに対する政務活動費

の計上が無い場合であっても、当該印刷物に関する送料（切手代 、封筒代等に政務）

活動費が充てられているときは、必ず印刷物配布費用等説明書を作成するとともに、

当該印刷物を添付すること。

(ｶ) 備品台帳

・ 備品台帳は、取得価格が10万円以上であっても例外的に政務活動費の充当が認め

られている政務活動に直接必要と認められるパソコン、印刷機等について、年度を超

えて一覧化することを目的に作成する。

・ 備品台帳は、対象となる備品を購入又は廃棄をした年度だけでなく、対象となる備

品を所持している場合は記載内容に変更がなくても、毎年度提出すること。
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(ｷ) その他の証拠書類

・ さらに支出の透明性の向上を図るため、以下の書類を添付する必要がある （規程。

第７条第４項）

費 目 使 途 収支報告書に添付し提出するもの

調査研究費 海外・府外調査 行程表、経費内訳

年会費等の支出 案内資料

広聴広報費 作成業務委託 成果品

印刷業務委託 印刷物

要請陳情等 府外要請陳情活動 行程表、経費内訳

活 動 費 作成業務委託 成果品

印刷業務委託 印刷物

研 修 費 講演会・研修会実施、参加 案内資料、次第

会 議 費 会議の開催 案内資料、次第

(2) 残余額の返還

ア 返還義務

・ 会派又は議員は、交付を受けた政務活動費の総額から支出の総額を控除して残余が

ある場合は、残余の額について返還する必要がある （条例第１３条）。

・ また、収支報告書を修正した場合、その結果、新たな残余額が生じた場合も返還が

必要となる。

イ 返還時期

・ 額の確定通知書と併せて交付する納入通知書により納入通知書に示す納期限までに
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納付する必要がある。

・ 収支報告書の自主的修正による返還の場合は、納付書により速やかに納付すること

となる。

(3) 収支報告書の修正

議長に提出した収支報告書及びその添付書類に誤りがある場合には、修正すること

ができる。

ア 修正届

・修正届（規程 第１２号様式）を提出する。

イ 収支報告書及び添付書類の修正等

・ 修正前の内容も分かるように見え消しにすること。

・ 修正の箇所を線で消し、修正後の数字又は内容を記載すること。

・ 余白に修正年月日及び修正者の氏名を記載すること。

★ 修正した をすること。すべての箇所に修正者の押印

・ ２回以上の修正を行う場合は、※、(Ａ)、(B)など、修正箇所と修正時期が分かる

ようにそれぞれの修正箇所及び修正年月日の前に記号を付すこと。

・ 修正する内容によっては、収支報告書や会計帳簿の修正のほか、関連する添付書類

の修正又は追加が必要となる。

・ 添付書類を追加する場合は、追加した年月日、追加した旨及び追加者の氏名を記載

するとともに、追加者の押印をすること。
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７ 検証等の実施方法

・ 議長が行う調査は、事務局職員による確認及び複数の外部有識者による合議に基づ

く検証において実施する。

(1) 議会事務局職員による書類確認

○ 確認作業の対象は全会派及び全議員から提出されたすべての書類とし、原則として

書面上の確認を行う。

（確認の視点）

・ 提出すべき書類がもれなく提出されているか

・ 提出書類の記載内容について、計算誤りや記載ミスなどがないか

・ 按分比率等が「使途基準の考え方」に合致しているか

(2) 複数の外部有識者による検証

○ (1)の議会事務局職員による書類確認により使途基準の考え方に疑義が生じた場合

は、外部有識者による検証を実施する。

、 、 。○ 検証は 提出書類により行うこととし 必要に応じて外部有識者が調査を実施する

（検証の視点）

・ 収支報告書及びその添付書類について、条例第10条に定める政務活動費を充て

ることができる経費の範囲及びこのマニュアルに示す使途基準の考え方に適合して

いるか

(3) 相談体制

、 。政務活動費の適正な運用を期するため 各会派及び議員からの随時の相談に応じる

○ 相談体制（方法）

、 。① 会派及び議員が使途基準等について相談を希望する場合は 事務局に申し出る

② 事務局は、その内容について、専門的な知見が必要と判断した場合は、外部有

識者に助言及び意見を求め、その結果を相談のあった会派及び議員へ報告する。

③ 外部有識者は、会派、議員からの相談や検証の実施状況について、適宜、合議

を行い、使途基準の事例等必要な内容は、会派及び議員へ報告することとする。
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８ 収支報告書等の保存及び閲覧

(1) 議長における収支報告書等の保存

ア 保存対象

議長における保存の対象書類は、会派の代表者及び議員から提出された収支報告書及

び領収書その他の証拠書類の写し（領収書等の写し 、活動報告書その他議長が別に定）

める書類とされている （条例第１４条、規程第７条）。

イ 保存期間

アの書類を受理した議長は、提出すべき期間の末日の翌日から起算して５年を経過す

る日まで当該書類を保存しなければならないこととされている （条例第１４条）。

なお、保存期間を終了した書類については、京都府議会文書の保存等に関する規程の

定めるところにより処理されることとなる。

ウ 保存方法

議会図書館において、府民が分かりやすく閲覧できるよう、収支報告書の年度別に、

会派・議員ごとに区分し保存している。
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(2) 収支報告書等の閲覧

ア 閲覧方法

(ｱ) 対 象

○ 収支報告書

○ 領収書その他の証拠書類の写し

・ 領収書（貼付用紙に貼付 （写し））

・ 預金口座の通帳の写し（口座振替による支払の場合 （該当部分のみ））

・ 支払証明書（写し）

・ 請求書、内訳書、納品書等（写し （必要に応じ））

○ 活動報告書（府外視察調査、府外要請陳情活動、調査委託、会場使用料を伴う研修

会・講演会・各種会議等の実施、府内で行う宿泊費が伴う活動、月・年等を単位とす

る会費・入会金等を伴う団体への参加・更新、参加費・会費・資料代等を伴う研修会

・講演会・各種会議等への参加）

○ その他議長が定める書類

・ 会計帳簿

・ 事務所状況等説明書（議員のみ）

・ 行程表、経費内訳（府外視察調査、府外要請陳情活動）

・ 案内資料、次第（研修会、講演会、各種会議等の実施、参加）

・ 成果品・印刷物（広聴広報活動、要請陳情活動等に用いる印刷物、配布物）

・ 印刷物配布費用等説明書（研修会、講演会、各種会議等の実施に係る案内資料並

びに広聴広報活動、要請陳情活動等に用いる印刷物及び配布物の送付又は配布に係

る業務委託）

・ 会費の納入等に係る案内資料（月、年等を単位とする会費、入会金等を伴う団体

への参加・更新）

・ 備品台帳（取得価格が10万円以上の備品）
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(ｲ) 期 間

閲覧は、次の期間行うことができる。

○ 開始日：当該収支報告書等の提出期間の末日の翌日から起算して６０日を経過し

た日の翌日から

○ 終了日：提出すべき期間の末日の翌日から起算して５年を経過する日まで

(ｳ) 閲覧場所・時間

○ 場 所：議会図書館

○ 日 時：月曜日から金曜日まで（祝祭日除く）の

午前９時から正午まで 及び 午後１時から午後５時まで

(ｴ) 閲覧方法

○ だれでも閲覧できる。

○ 議会図書館の受付において、閲覧者記録簿に閲覧日、氏名、住所等を記入する。

イ 写しの提供

○ 利用者への便宜を考慮し、希望する者に対しては、情報公開請求手続を要すること

なく、写しの提供を行う （閲覧対象となっている過年度の収支報告書においても同。

様に情報公開請求を要せず、写しの交付を行う ）。

○ 提供に当たっては、実費相当の料金を徴収する。なお、請求対象枚数が膨大にわた

る場合は、事務処理の都合上、後日交付とする。
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＜ 資 料 編 ＞
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第１号様式（第２条関係）

年 月 日

京都府議会議長

様

会派名及び

,代 表 者 名

会 派 結 成 届

京都府政務活動費の交付に関する条例第５条第１項の規定により、下記のとおり届け出

ます。

記

１ 会派の名称

２ 代表者の氏名

３ 所属議員

人 数 人

氏 名 別添名簿のとおり

４ 政務活動費の月額

会 派 円

所属議員 円

５ 政務活動費経理責任者の氏名

６ 政務活動費監査責任者の氏名
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＜記 載 例＞第１号様式（第２条関係）

年 月 日平成○○ ○○ ○○

京都府議会議長

様○ ○ ○ ○

○○○○○○○○○○会派名及び

,代 表 者 名 ○○ ○○

会 派 結 成 届

京都府政務活動費の交付に関する条例第５条第１項の規定により、下記のとおり届け出

ます。

記

○○○○○○○○○○１ 会派の名称

○○ ○○２ 代表者の氏名

３ 所属議員

人 数 人○○

氏 名 別添名簿のとおり

４ 政務活動費の月額

会 派 円○○○，○○○

所属議員 円○○○，○○○

○○ ○○５ 政務活動費経理責任者の氏名

○○ ○○６ 政務活動費監査責任者の氏名
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第２号様式（第２条関係）

年 月 日

京都府議会議長

様

会派名及び

,代 表 者 名

会 派 異 動 届

京都府政務活動費の交付に関する条例第５条第２項の規定により、下記のとおり届け出

ます。

記

１ 異動年月日

２ 異 動 内 容

区 分 新 旧
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＜記 載 例＞第２号様式（第２条関係）

年 月 日平成○○ ○○ ○○

京都府議会議長

様○ ○ ○ ○

○○○○○○○○○○会派名及び

,代 表 者 名 ○○ ○○

会 派 異 動 届

京都府政務活動費の交付に関する条例第５条第２項の規定により、下記のとおり届け出

ます。

記

平成○○年○○月○○日１ 異動年月日

２ 異 動 内 容

区 分 新 旧

所 属 議 員 数 ２０名 １９名

新たに所属した議員氏名異 動 の あ っ た

○○ ○○所 属 議 員 氏 名
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第３号様式（第２条関係）

年 月 日

京都府議会議長

様

会派名及び

,代 表 者 名

会 派 解 散 届

京都府政務活動費の交付に関する条例第５条第３項の規定により、下記のとおり届け出

ます。

記

１ 解散した会派の名称

２ 解散した年月日
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＜記 載 例＞第３号様式（第２条関係）

年 月 日平成○○ ○○ ○○

京都府議会議長

様○ ○ ○ ○

○○○○○○○○○○会派名及び

,代 表 者 名 ○○ ○○

会 派 解 散 届

京都府政務活動費の交付に関する条例第５条第３項の規定により、下記のとおり届け出

ます。

記

○○○○○○○○○○１ 解散した会派の名称

平成○○年○○月○○日２ 解散した年月日
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第５号様式（第５条関係）

（会派用）
年 月 日

京都府議会議長
様

会派名及び
,代 表 者 名

年度政務活動費収支報告書

京都府政務活動費の交付に関する条例第11条第１項（第２項）の規定により、下記のと
おり報告します。

記

１ 交付を受けた政務活動費の総額 円

２ 政務活動費に係る支出
（単位：円）

費 目 支 出 額

調 査 研 究 費

研 修 費

広 聴 広 報 費

要 請 陳 情 等 活 動 費

会 議 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

事 務 費

人 件 費

合 計

,
確

経理責任者
認

,監査責任者欄

３ 残 余 円

４ 主たる支出の内容 別紙のとおり
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＜記 載 例＞第５号様式（第５条関係）

（会派用）
年 月 日平成○○ ○○ ○○

京都府議会議長
様○ ○ ○ ○

○○○○○○○○○○会派名及び
,代 表 者 名 ○○ ○○

年度政務活動費収支報告書平成○○

京都府政務活動費の交付に関する条例第11条第１項（第２項）の規定により、下記のと
おり報告します。

記

１ 交付を受けた政務活動費の総額 円１２，０００，０００

２ 政務活動費に係る支出
（単位：円）

費 目 支 出 額

２，１８６，５３４調 査 研 究 費

８７６，９７４研 修 費

２，１１６，７３８広 聴 広 報 費

７６９，３６７要 請 陳 情 等 活 動 費

１，８４９，２９９会 議 費

０資 料 作 成 費

９８３，２８４資 料 購 入 費

１，９３０，１８７事 務 費

１，４２５，０００人 件 費

１２，１３７，３８３合 計

,
確

経理責任者 ▲ ▲ ▲ ▲
認

,監査責任者 △ △ △ △欄

３ 残 余 円０

４ 主たる支出の内容 別紙のとおり
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第５号様式（第５条関係）

（議員用）

年 月 日

京都府議会議長

様

,氏 名

年度政務活動費収支報告書

京都府政務活動費の交付に関する条例第11条第１項（第３項）の規定により、下記のと

おり報告します。

記

１ 交付を受けた政務活動費の総額 円

２ 政務活動費に係る支出

（単位：円）

費 目 支 出 額

調 査 研 究 費

研 修 費

広 聴 広 報 費

要 請 陳 情 等 活 動 費

会 議 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

事 務 所 費

事 務 費

人 件 費

合 計

３ 残 余 円

４ 主たる支出の内容 別紙のとおり
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＜記 載 例＞（議員用）

年 月 日平成○○ ○○ ○○

京都府議会議長

様○ ○ ○ ○

,氏 名 ○○ ○○

年度政務活動費収支報告書平成○○

京都府政務活動費の交付に関する条例第11条第１項（第３項）の規定により、下記のと

おり報告します。

記

１ 交付を受けた政務活動費の総額 円４，８００，０００

２ 政務活動費に係る支出

（単位：円）

費 目 支 出 額

４１７，８１６調 査 研 究 費

９２，５００研 修 費

９７８，３７７広 聴 広 報 費

０要 請 陳 情 等 活 動 費

１３６，９３８会 議 費

１９２，１３２資 料 作 成 費

９５，１８４資 料 購 入 費

８９０，１４５事 務 所 費

７２９，５３２事 務 費

１，２８５，６９２人 件 費

４，８１８，３１６合 計

３ 残 余 円０

４ 主たる支出の内容 別紙のとおり
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（政務活動費収支報告書別紙）

別紙

会派・議員名

費 目 主たる支出の内容

注 京都府政務活動費の交付に関する条例別表第１又は別表第２の経費の欄に掲げ

る費目ごとに主たる支出の内容を記載してください。
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＜記 載 例 （会派用）＞（政務活動費収支報告書別紙）

別紙

○○議員団会派・議員名

費 目 主たる支出の内容

調査研究費 管外調査（平成○年○月○日～○月○日）

調査内容：○○県における○○対策、○○の取組等について

調査場所：○○県○○課（○○県○○市 、○○町立○○セン）

ター（○○県○○町）等

管内調査（平成○年○月○日～○月○日）

調査内容：○○○、○○○、○○○について

調査場所：府○○事務所（○○市 、府立○○高校（○○市 、） ）

○○建設現場（○○町）等

研修費 ○○に係る勉強会（平成○年○月○日）

会 場：議会棟内会議室

参加者：○○大学○○教授、議員○人

広聴広報費 府政報告会（平成○年○月○日）

会 場：○○市民センター（○○市）

参加者：○○等○人、議員○人

広報紙の発行

発 行 日：○月○日、○月○日（計○回）

発行部数：各○部

要請陳情等活動費 平成○年度政府予算に係る要望活動（平成○年○月○日）

会議費 ○○問題検討会議（平成○年○月○日）

会 場：○○会館（○○市）

参加者：○○等○人、議員○人

資料購入費 新聞購読（○紙 、雑誌購読（○紙 、書籍購入（○冊）） ）

事務費 事務機器リース（コピー、ＦＡＸ 、備品（○○）購入、）

事務用品購入、通信費等

人件費 事務職員雇用○人（常勤○人、非常勤○人）

注 京都府政務活動費の交付に関する条例別表第１又は別表第２の経費の欄に掲げる

費目ごとに主たる支出の内容を記載してください。
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＜記 載 例 （議員用）＞（政務活動費収支報告書別紙）

別紙

○○ ○○会派・議員名

費 目 主たる支出の内容

調査研究費 管内調査交通費（ガソリン代、駐車場代等）

研修費 ○○に係る講演会（平成○年○月○日）

会場：○○会館

講師：○○大学○○教授

○○主催○○研修会（平成○年○月○日）

会場：○○ホテル

講師：○○大学○○教授、○○研究所○○主任研究員

広聴広報費 府政報告会（平成○年○月○日、○月○日等計○回）

会 場：○○市民センター、○○ホール（○○市）等

参加者：○人～○人（平均○人）

広報紙の発行

発 行 日：年○回（○月ごと）

発行部数：各○部

会議費 ○○会との意見交換会（平成○年○月○日）

会 場：○○会館

参加者：○○会会長等○人

資料作成費 ○○問題研究資料印刷費等（作成部数 ○部）

資料購入費 新聞購読（○紙 、雑誌購読（○紙 、書籍購入（○冊）） ）

事務所費 事務所借上、駐車場賃借、事務所光熱水費

事務費 事務機器リース（コピー、ＦＡＸ 、備品（○○）購入、）

事務用品購入、通信費等

人件費 事務職員雇用○人（常勤○人、非常勤○人）

注 京都府政務活動費の交付に関する条例別表第１又は別表第２の経費の欄に掲げる

費目ごとに主たる支出の内容を記載してください。



　　第７号様式（第７条関係）

政務活動費 会計帳簿 議員氏名（会派名）：     　　年度

（単位：円）

年月日
使途
区分

使途項目
領収書
整理
番号

支払（収入）内容
（単価及び数量等も記載）

収入金額 支払金額 按分率
（負担分）

計上額
(端数切捨)

残　高 支払先 備　　考

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

-
 ５

７
 -

 



　　第７号様式（第７条関係）

政務活動費 会計帳簿 議員氏名（会派名）： 　　　　年度 ＜記　載　例＞

（単位：円）

年月日
使途
区分

使途項目
領収書
整理
番号

支払（収入）内容
（単価及び数量等も記載）

収入金額 支払金額 按分率
（負担分）

計上額
(端数切捨)

残　高 支払先 備　　考

H25.4.1 政務活動費 400,000 100% 0 400,000

H25.4.3 Ｈ 事務所費 1 事務所賃借料 100,000 50% 50,000 350,000 ○○不動産㈱

H25.4.5 Ｈ 事務所費 2 駐車場賃借料 20,000 50% 10,000 340,000 ○○不動産㈱

H25.4.8 Ｃ 広聴広報費 3 ホームページ更新経費 10,000 70% 7,000 333,000 ○○㈱

H25.4.10 Ｅ 会議費 4 ○○会議開催に係る会場借上料 20,000 100% 20,000 313,000 ○○会館

H25.4.15 Ｂ 研修費 5 ○○研修会参加交通費（ＪＲ切符代） 740 100% 740 312,260 ＪＲ西日本

H25.4.15 Ｂ 研修費 6 ○○研修会参加交通費（近鉄切符代） 500 100% 500 311,760 近畿日本鉄道（株）

H25.4.15 Ｂ 研修費 7 ○○研修会参加交通費（近鉄切符代） 500 100% 500 311,260 近畿日本鉄道（株）

H25.4.15 Ｂ 研修費 8 ○○研修会参加交通費（ＪＲ切符代） 740 100% 740 310,520 ＪＲ西日本

H25.4.17 Ｃ 広聴広報費 9 府政施策広報紙印刷(@100円×1,000枚） 100,000 70% 70,000 240,520 ○○印刷㈱

H25.4.17 Ｃ 広聴広報費 10 府政施策広報紙発送(@80円×1,000枚） 80,000 70% 56,000 184,520 ▲▲㈱

H25.4.19 Ａ 調査研究費 11 管内調査交通費（ガソリン代） 7,400 100% 7,400 177,120 ○○石油(株)

H25.4.19 Ａ 調査研究費 12 管内調査交通費（駐車場代） 1,000 100% 1,000 176,120 パーク○○

H25.4.30 Ｆ 資料作成費 13 ○○問題研究資料印刷費 20,000 100% 20,000 156,120 ○○印刷　

H25.4.30 Ｇ 資料購入費 14 ○○新聞代４月分 4,383 100% 4,383 151,737 ○○新聞販売所

H25.5.1 Ｉ 事務費 15 通信費（電話・ＦＡＸ料金　４月分） 7,000 100% 7,000 144,737 ○○電話(株)

H25.5.1 Ｉ 事務費 16 通信費（携帯電話代　４月分） 20,000 50% 10,000 134,737 ○○○○(株)

H25.5.1 Ｊ 人件費 17 事務所職員給与（４月分） 100,000 90% 90,000 44,737 ○○　○○

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

-
 ５
８

 -
 



100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

100% 0 0

区分 項目名 支出件数 収入計 (Ａ) 支出計 (B) 計上計 (C)

Ａ 調査研究費 2件 8,400 8,400

Ｂ 研修費 4件 2,480 2,480

Ｃ 広聴広報費 3件 190,000 133,000

Ｄ 要請陳情等活動費 0件 0 0

Ｅ 会議費 1件 20,000 20,000

Ｆ 資料作成費 1件 20,000 20,000

Ｇ 資料購入費 1件 4,383 4,383

Ｈ 事務所費 2件 120,000 60,000

Ｉ 事務費 2件 27,000 17,000

Ｊ 人件費 1件 100,000 90,000 (A)-(C)

17件 400,000 492,263 355,263 44,737

-
 ５

９
 -
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政務活動費領収書貼付用紙

議員(会派)名 整理番号

調査研究費・研修費・広聴広報費・要請陳情等活動費・会議費・資料作成費・資料購入費・事務所費・事務費・人件費費 目

按 分 率 計 上 額

備 考

（領収書は、重ならないように貼付してください ）。
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政務活動費領収書貼付用紙 ＜記 載 例＞

議員(会派)名 ○○ ○○ 整理番号 ９，１０

調査研究費・研修費・広聴広報費・要請陳情等活動費・会議費・資料作成費・資料購入費・事務所費・事務費・人件費費 目

按 分 率 ７０％ 計 上 額 １２６，０００円

， （ ）備 考 ・後援会負担分５４ ０００円 紙面掲載割合により按分

（領収書は、重ならないように貼付してください ）。

９
領 収 書

収入
印紙 印

平成○○年４月１７日

○○ ○○ 様

￥１００，０００－

印刷代 @１００円×1,000枚ただし、府政施策広報紙

○○印刷株式会社
代表取締役 ○○○○ 印

１０
領 収 書

収入
印紙 印

平成○○年４月１７日

○○ ○○ 様

￥８０，０００－

発送代 @８０円×1,000枚ただし、府政施策広報紙

▲▲株式会社
代表取締役 ▲▲▲▲ 印
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政務活動費領収書貼付用紙 ＜記 載 例＞

議員(会派)名 ○○ ○○ 整理番号 １３１～１４２

調査研究費・研修費・広聴広報費・要請陳情等活動費・会議費・資料作成費・資料購入費・事務所費・事務費・人件費費 目

按 分 率 ９０％ 計 上 額 １０８，０００円

備 考 ・コピー機リース料

（領収書は、重ならないように貼付してください ）。

普通預金（兼お借入明細）

131 ○○-04-30 10,000 ｶ)○○ﾘｰｽ
132 ○○-05-31 10,000 ｶ)○○ﾘｰｽ
133 ○○-06-30 10,000 ｶ)○○ﾘｰｽ
134 ○○-07-31 10,000 ｶ)○○ﾘｰｽ
135 ○○-08-31 10,000 ｶ)○○ﾘｰｽ
136 ○○-09-30 10,000 ｶ)○○ﾘｰｽ
137 ○○-10-31 10,000 ｶ)○○ﾘｰｽ
138 ○○-11-30 10,000 ｶ)○○ﾘｰｽ
139 ○○-01-04 10,000 ｶ)○○ﾘｰｽ
140 ○○-01-31 10,000 ｶ)○○ﾘｰｽ
141 ○○-02-28 10,000 ｶ)○○ﾘｰｽ
142 ○○-03-31 10,000 ｶ)○○ﾘｰｽ

添付書類に使途の記載が無い場合、備考欄に追記

預金口座引き落としによる支払の場合

当該引き落としを証する預金口座の通帳の写し

（該当部分のみ）
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政務活動費領収書貼付用紙 ＜記 載 例＞

議員(会派)名 ○○ ○○ 整理番号 ２９

調査研究費・研修費・広聴広報費・要請陳情等活動費・会議費・資料作成費・資料購入費・事務所費・事務費・人件費費 目

按 分 率 １００％ 計 上 額 ３，０００円

備 考 ・ 書籍名等 』『（ ）

（領収書は、重ならないように貼付してください ）。

領 収 書
収入
印紙 印

平成○○年１０月１８日

○○ ○○ 様

￥３，０００－

ただし、書籍代として

○○出版株式会社 印

購入書籍名等の内容が領収書で確認できない

場合は、備考欄に追記の上、内容のわかるも

のの写しを添付
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政務活動費領収書貼付用紙 ＜記 載 例＞

議員(会派)名 ○○ ○○ 整理番号 １０９

調査研究費・研修費・広聴広報費・要請陳情等活動費・会議費・資料作成費・資料購入費・事務所費・事務費・人件費費 目

按 分 率 ９０％ 計 上 額 １，３６０円

備 考

（領収書は、重ならないように貼付してください ）。

○×マート

～～～店
京都府○○市……
℡000-000-0000

○○年9月16日

ｻﾞｯｶ
6個×@108 \648

ｼﾞﾑﾖｳﾋﾝ
4個×@216 \864

ｼｮｳｹｲ \1,512
(ｳﾁ ｼｮｳﾋｾﾞｲ \112)

ｺﾞｳｹｲ \1,512
ｵｱｽﾞｶﾘ \2,000
ｵﾂﾘ \488

…

雑貨
油性マジック ３本
のり １本
両面テープ ２個

事務用品
電卓 １台
チューブファイル ３冊

領収書に内容の記載が無い場合、欄外に追記
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政務活動費領収書貼付用紙 ＜記 載 例＞

議員(会派)名 ○○ ○○ 整理番号 １０

調査研究費・研修費・広聴広報費・要請陳情等活動費・会議費・資料作成費・資料購入費・事務所費・事務費・人件費費 目

按 分 率 １００％ 計 上 額 ３００円

備 考 駐車料金 （用務内容 ○○○○についての調査）

（領収書は、重ならないように貼付してください ）。

コインパーキング○○

領 収 書

平成○○年１０月１５日 入庫10：20

平成○○年１０月１５日 精算11：10

駐車料金 ３００円
現金入金額 １，０００円
釣銭 ７００円
現金領収金額 ３００円

駐車場所 ○○市○○町
領収書で利用場所が
わからない場合に記
載
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政務活動費領収書貼付用紙 ＜記 載 例＞

議員(会派)名 ○○ ○○ 整理番号 ２０

調査研究費・研修費・広聴広報費・要請陳情等活動費・会議費・資料作成費・資料購入費・事務所費・事務費・人件費費 目

按 分 率 １００％ 計 上 額 ７９０円

備 考 タクシー料金 （用務内容 ○○○○についての調査）

（領収書は、重ならないように貼付してください ）。

領 収 書

日付 平成○○年８月２９日

車番 00001234

基本運賃 ７９０円

合 計 ７９０円

上記金額領収しました。

○○○タクシー(株)

TEL 000-000-0000

利用区間 ＪＲ○○駅→○○市○○町
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政務活動費領収書貼付用紙 ＜記 載 例＞

議員(会派)名 ○○ ○○ 整理番号 ３０

調査研究費・研修費・広聴広報費・要請陳情等活動費・会議費・資料作成費・資料購入費・事務所費・事務費・人件費費 目

按 分 率 ９０％ 計 上 額 ７９０円

備 考 事務用品 内容は別紙請求書（又は納品書）

（領収書は、重ならないように貼付してください ）。

領 収 書

平成○○年１０月２０日

○○ ○○ 様

金１，６２０円

ただし、事務用品代

上記正に領収いたしました

○○○○(株)
代表取締役 ○○ ○○ 印

○○市○○町○○
TEL000-000-0000

領収書ただし書きで、物品名、単価、数
量がわからない場合は、内容がわかる請
求書又は納品書を添付してください。



整理
番号 支払年月日

支払額
（円）

支　払　先 使途及び内容 備　考

0

上記のとおり相違ないことを証明します。

会派・議員名　　　　　　　　　　　　印

１ 　使途項目ごとに作成し、会計帳簿の整理番号順に記載してください。
２

３

　

　按分により政務活動費の支出を行った場合には、「備考」欄に支払総額及び按分の割
合を記載してください。

支　払　証　明　書

計

　　　　年　　月　　　日　　　　

（ 調査研究費 ・ 研修費 ・ 広聴広報費　・ 要請陳情等活動費　・会議費・ 事務費 ）

　支払証明書の対象は、ア　自動券売機で購入する切符代（特急料金、座席指定料金等
運賃の他に特別の費用が伴うものを除く。）及び路線バス運賃、イ　ガソリン代で距離数
により計上する場合（1km:37円）です。

-  ６８  -



整理
番号 支払年月日

支払額
（円）

支　払　先 使途及び内容 備　考

5 Ｈ○○．４．１５ 740 ＪＲ西日本
○○研修会参加交通費

（□□駅から▲▲駅まで）
往路

6 Ｈ○○．４．１５ 500 近鉄
○○研修会参加交通費

（▲▲駅から■■駅まで）
往路

7 Ｈ○○．４．１５ 500 近鉄
○○研修会参加交通費

（■■駅から▲▲駅まで）
復路

8 Ｈ○○．４．１５ 740 ＪＲ西日本
○○研修会参加交通費

（▲▲駅から□□駅まで）
復路

2,480

上記のとおり相違ないことを証明します。

会派・議員名　　　　○○　○○　　印

１
２

３ 　按分により政務活動費の支出を行った場合には、「備考」欄に支払総額及び按分の割
合を記載してください。

　使途項目ごとに作成し、会計帳簿の整理番号順に記載してください。

支　払　証　明　書  ＜記 載 例＞

計

平成○○年　４月　１５日　　　　

（ 調査研究費 ・ 研修費 ・ 広聴広報費　・ 要請陳情等活動費　・会議費・ 事務費 ）

　支払証明書の対象は、ア　自動券売機で購入する切符代（特急料金、座席指定料金等
運賃の他に特別の費用が伴うものを除く。）及び路線バス運賃、イ　ガソリン代で距離数
により計上する場合（1km:37円）です。

- ６９ -



- 70 -

第６号様式（第７条関係）

活 動 報 告 書

Ｎｏ

会派・議員名

費 目 調査研究費 ・ 研修費 ・ 広聴広報費 ・ 要請陳情等活動費 ・ 会議費

報 告 事 項

年 月 日

場 所

対 象 者

目的・内容

結果等

支出内容 計上額（円） 内 訳 等

活動に要

した支出

当該活動に関して政務活動費に計上した合計経費 円

領収書整理番号

備 考

注 該当する政務活動費の費目の項目に○印を付けてください。



- 71 -

第６号様式（第７条関係）

活 動 報 告 書 ＜記載例（府外視察調査）＞

Ｎｏ

会派・議員名 ○ ○ ○ ○ 議員

費 目 調査研究費 ・ 研修費 ・ 広聴広報費 ・ 要請陳情等活動費 ・ 会議費

報 告 事 項 〔府外調査〕○○県における○○○対策視察調査
←活動報告書の作成事由、調査テーマを記載してください。

年 月 日 平成○○年○月○日(○)から平成○○年○月○日(○)まで(○日間)

←調査先を記載してください。場 所 ○○県○○課、○○資料館他

←参加者、相手方（組織名称）を記載してください。対 象 者 ○○○○、○○○

＜目 的＞
・ ○○県における○○○対策に係る先進的取組について、内容を聴取
し、意見交換を行い、その結果を府政への提言につなげる。

目的・内容 ＜内 容＞
・ ○○○対策について、○○課長から○○○事業等の実施状況及びそ

結果等 の成果について概要を聴取した。
・ その後、○○○事業の実施に至るまでの具体的な検討経過や、途上
で発生した○○○、○○○等の課題に対する○○○、○○○等といっ
た対応策及び○○○、○○○という現状を踏まえた今後の更なる○○
○等の取組方策に係る展望について、積極的な意見交換を行った。

＜結果（成果）等＞
・ 本府においては、○○県と地域事情が異なるものの、○○○、○○
○といった本府の地域特性を生かし、○○県の○○○事業を参考にし
て○○○○○のような取組の検討を推進することができると考えられ
ることから、今後の議会質疑等に反映させていきたい。

支出内容 計上額（円） 内 訳 等

交通費 ３２，０００円 新幹線他

活動に要 宿泊料 １４，８００円 宿泊料実費の一部計上

した支出 施設利用料 ２，０００円 ○○資料館

その他 ３，５００円 現地資料購入費等

当該活動に関して政務活動費に計上した合計経費 ５２，３００円

１，２，３，４，５，６，７領収書整理番号

備 考

注 該当する政務活動費の費目の項目に○印を付けてください。

※ 行程表、経費内訳を添付して下さい。



- 72 -

第６号様式（第７条関係）

活 動 報 告 書 ＜記載例（府外要請陳情活動）＞

Ｎｏ

会派・議員名 ○ ○ ○ ○ 議 員 団

費 目 調査研究費 ・ 研修費 ・ 広聴広報費 ・ 要請陳情等活動費 ・ 会議費

報 告 事 項 〔府外要請陳情〕○○対策の充実強化に向けた要望活動
←活動報告書の作成事由、要請陳情活動の概要を記載してください。

年 月 日 平成○○年○月○日(○)

←要望先（組織名称）を記載してください。場 所 ○○省、○○省、○○事業団

←参加者、要望相手を記載してください。対 象 者 参加者・要望先一覧のとおり

＜目 的＞
・ 国に対し、○○に係る支援策の拡充、法改正等を働きかけ、府の○
○対策の充実強化を図るもの

目的・内容 ＜内 容＞
・ ○○省、○○省等に要望書を提出し、○○対策の強化、拡充の必要

結果等 性等を要望
・ ○○省では○○局長等と、府の現状や○○省における検討状況等を
踏まえた今後の○○対策の方向性等について、意見交換を行った。

＜結果（成果）等＞
・ 本府の状況と問題意識等を国に直接伝えるだけでなく、国の担当部
局の考え方等を直接聞くことができ、これからの府の施策の参考とな
り、今後の議会質疑等に反映させていきたい。

支出内容 計上額（円） 内 訳 等

交通費 ３２０，０００円 新幹線他

資料印刷費 １０，８００円 要望書印刷費
活動に要

した支出

当該活動に関して政務活動費に計上した合計経費 ３３０，８００円

１，２，３，４，８領収書整理番号

備 考 要望書に係る印刷物配布費用等説明書あり

注 該当する政務活動費の費目の項目に○印を付けてください。

※ 行程表、経費内訳、要望書を添付して下さい。
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第６号様式（第７条関係）

活 動 報 告 書 ＜記載例（調査委託）＞

Ｎｏ

会派・議員名 ○ ○ ○ ○ 議員

費 目 調査研究費 ・ 研修費 ・ 広聴広報費 ・ 要請陳情等活動費 ・ 会議費

報 告 事 項 〔調査委託〕○○に関する府民の意識調査
←活動報告書の作成事由、委託した調査又は業務の名称を記載してください。

←契約期間を記載してください。年 月 日 平成○年○月○日～○月○日

←特定の「場所」がない場合は空欄でも可場 所

←調査の委託先を記載してください。対 象 者 ○○リサーチ(株)

＜目 的＞
・ ○○に関する今後の府の取組の参考とするため、府民の意識、行政
ニーズ等について調査するもの

目的・内容 ＜内 容＞
・ ○○の府民○○人を対象に、○○に関する意識・取組状況、行政に

結果等 対する要望等に係る調査を○○に委託

＜結果（成果）等＞
・ 調査結果から、○○に関しては、府民は○○や○○に不安感や問題
意識を有していることが伺われ、○○に向けた取組を推進する必要が
あり、今後の議会質疑、政策提案等に活かしていきたい。

支出内容 計上額（円） 内 訳 等

調査委託費 ８９８，０００円 ｱﾝｹｰﾄ調査に係る経費一式

活動に要

した支出

当該活動に関して政務活動費に計上した合計経費 ８９８，０００円

９領収書整理番号

備 考

注 該当する政務活動費の費目の項目に○印を付けてください。

※ 業務委託契約書、報告書を添付して下さい。



- 74 -

第６号様式（第７条関係）

活 動 報 告 書 ＜記載例（会議等開催）＞

Ｎｏ

会派・議員名 ○ ○ ○ ○ 議員

費 目 調査研究費 ・ 研修費 ・ 広聴広報費 ・ 要請陳情等活動費 ・ 会議費

報 告 事 項 〔会議等開催〕府政報告会
←活動報告書の作成事由、会議等の名称を記載してください。

←会議等の開催日を記載してください。年 月 日 平成○年○月○日(○)

←会議等の開催場所を記載して下さい。場 所 ○○会館○○会議室

←会議等の出席者を記載してください。対 象 者 ○○市○○地区住民等

＜目 的＞
・ ○月定例会の結果のほか、議会活動の状況等を報告するとともに、
地域住民から府政への要望等を聴取し、府政への提言等につなげる。

目的・内容 ＜内 容＞
・ ○○地区住民等○人の参加の下、約○時間、○月定例会で可決され

、 、 、結果等 た補正予算 新規○○条例の概要・効果等を説明 報告するとともに
質疑応答、府政全般に係る意見交換を実施

＜結果（成果）等＞
・ 出席者から、地域固有の課題から、府政、国政に関することまで、
幅広い意見、要望等を聴取することができ、今後の議会質疑、政策提
案等に活かしていきたい。

支出内容 計上額（円） 内 訳 等

会場借上費 ２１，６００円 ﾏｲｸ・ｽｸﾘｰﾝ代等を含む

活動に要 案内状送料 １０，４００円 @52×200通

した支出

当該活動に関して政務活動費に計上した合計経費 ３２，０００円

９，１３領収書整理番号

備 考 案内状に係る印刷物配布費用等説明書あり

注 該当する政務活動費の費目の項目に○印を付けてください。

※ 案内状、当日の会議の次第を添付して下さい。
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第６号様式（第７条関係）

活 動 報 告 書 ＜記載例（府内宿泊）＞

Ｎｏ

会派・議員名 ○ ○ ○ ○ 議員

費 目 調査研究費 ・ 研修費 ・ 広聴広報費 ・ 要請陳情等活動費 ・ 会議費

報 告 事 項 〔府内宿泊〕府内北部地域の視察
←活動報告書の作成事由、宿泊の理由等を記載してください。

年 月 日 平成○○年○月○日(○)から平成○○年○月○日(○)まで(○日間)

←調査先を記載してください。場 所 ○○市○○課、府立○○センター他

←参加者、相手方（組織名称）を記載してください。対 象 者 ○○○○、○○○

＜目 的＞
・ 府北部地域における○○○に関する現状、課題等を調査し、府政へ
の提言につなげる。

目的・内容 ＜内 容＞
・ ○○○について、○○市○○課長及び○○町○○部長から市町の取

結果等 組と府の支援策に対する評価と課題、府○○センター○○部長から○
○事業の実施状況と今後の方向性等について聴取するとともに、意見
交換を行った。

＜結果（成果）等＞
・ 府の○○事業について、一定の成果が認められたが、新たに○○の
問題も発生しており、更なる○○に関する対策の必要性が認められ、
今後の議会質疑や政策提言等に反映させていきたい。

支出内容 計上額（円） 内 訳 等

交通費 ４，７４０円 高速道路代
活動に要

交通費 ７，４００円 ガソリン代(200km×＠37円)
した支出

宿泊料 ９，８００円

当該活動に関して政務活動費に計上した合計経費 ２１，９４０円

１８，１９，２０領収書整理番号

備 考

注 該当する政務活動費の費目の項目に○印を付けてください。

※ 行程表を添付して下さい。



- 76 -

第６号様式（第７条関係）

活 動 報 告 書 ＜記載例（団体参加）＞

Ｎｏ

会派・議員名 ○ ○ ○ ○ 議員

費 目 調査研究費 ・ 研修費 ・ 広聴広報費 ・ 要請陳情等活動費 ・ 会議費

報 告 事 項 〔団体参加〕○○○○協会 会費（○箇月分）
←活動報告書の作成事由、団体名と会費名を記載してください。

←会費の対象期間を記載してください。年 月 日 平成○○年○月～○月分

←団体の所在地を記載してください。場 所 京都府○○市

（ ）対 象 者 ←会員が限定される場合は記載してください 制限がなければ空欄で可

＜団体の目的＞
・ 本件団体は、○○の○○における○○を促進することにより、○○
に関する府民の理解を深め、○○の○○を図り、もって○○な○○に
寄与することを目的としている。

目的・内容
＜団体の事業内容＞

結果等 ・ 本件団体は、○○○に関する情報の収集、○○への助言・援助のほ
か、年○回の会報の発行、年○回の研修会・講演会の開催等を行って
いる。

＜結果（成果）等＞
・ ○○に関しては、府の○○施策において重要な課題であるが、会員
のみに発行される会報により、常に最新の情報が得られるとともに、
○月○日に開催された○○講演会に参加し、○○に関する今後の方向
性等についてより深く学ぶことができた。

支出内容 計上額（円） 内 訳 等

会費 ６，０００円 正会員○箇月分
活動に要

した支出

当該活動に関して政務活動費に計上した合計経費 ６，０００円

３４領収書整理番号

備 考 ○○講演会の参加に係る活動報告書あり（No.○）

注 該当する政務活動費の費目の項目に○印を付けてください。

※ 会費の納入等に係る案内資料を添付して下さい。



- 77 -

第６号様式（第７条関係）

活 動 報 告 書 ＜記載例（会議等参加）＞

Ｎｏ

会派・議員名 ○ ○ ○ ○ 議員

費 目 調査研究費 ・ 研修費 ・ 広聴広報費 ・ 要請陳情等活動費 ・ 会議費

報 告 事 項 〔会議等参加〕○○○○セミナー
←活動報告書の作成事由、会議等の名称を記載してください。

年 月 日 平成○○年○月○日(○)

。場 所 ○○県○○センター ○○県○○市（ ）←研修会の開催場所を記載してください

←研修会の主たる対象者を記載してください。対 象 者 自治体関係者等

＜目 的＞
・ ○○問題に係る今後の動向、先進自治体の取組等に関する最新の情
報を入手し、今後の調査研究等に活かす

目的・内容 ＜内 容＞
・ ○○○に関する○○について○○大学○○教授、○○○の○○につ

結果等 いて○○協会○○主任研究員による講演及び質疑応答が行われた。

＜結果（成果）等＞
・ ○○については今後も○○であることが、統計や具体的な数値等で
示され、本府においても、○○だけでなく○○の面からの取組も充実
させていく必要性を痛感させられた。さらに研究を進め、今後の議会
質疑や政策提言等に反映させていきたい。

支出内容 計上額（円） 内 訳 等

交通費 ２，６２０円 市営地下鉄、ＪＲ
活動に要

セミナー参加費 １０，０００円
した支出

当該活動に関して政務活動費に計上した合計経費 １２，６２０円

２１，２２領収書整理番号

備 考

注 該当する政務活動費の費目の項目に○印を付けてください。

※ 会議等の案内資料、次第を添付して下さい。
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第８号様式（第７条関係）

年度 事務所状況等説明書

議員名

① 政務活動の拠点 □ 自宅 □ 自宅以外 ④⑤は自宅の場合記入不要

② 所在地 住所：

電話： 延べ床面積 ㎡

③ 他用途と □ 無

の兼用 □ 有 □ 後援会の事務所

□ 政党支部の事務所

（ ）□ その他

④ 建物の所 □ 自己又は生計を一にする親族の所有

（ ）有区分 □ 賃借物件 賃貸借契約先

（ ）所有者 □ 生計を一にしない親族 議員との関係：

（ ）□ 関連会社等 所在地：

□ 上記以外の第三者

（ ）□ その他

（ ）⑤ 敷地の所 □ 自己 □ 生計を一にする親族 議員との関係：

（ ）有者 □ 関連会社等 □ 生計を一にしない親族 議員との関係：

□ 上記以外の第三者

⑥ 基本的な □ 使用実態による場合（政務活動に要した使用領域（面積等 、使用時間等））

按分率の □ 全体使用面積 ㎡ (X) 内、政務活動使用面積 ㎡ (Y)

考え方 □ 全体使用時間 (X) 内、政務活動使用時間 (Y)日・時間 日・時間

(Y) ／ (X) ＝ ／

按分率□ その他（ ）

／□ 使用実態が明らかでない場合

⑦ 事務所賃 □ 無

借料の計 □ 有 按分率 ／

上 （按分率の考え方： ）

⑧ 駐車場代 □ 無

の計上 □ 有 按分率 ／

（按分率の考え方： ）

⑨ 光熱水費 □ 無

等の計上 □ 有 按分率 ／

（按分率の考え方： ）
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議員名

⑩ 事務費の □ 無

計上 □ 有 按分率 ／

（ ）按分率の考え方：

⑪ 人件費の □ 無

計上 □ 有

□ 生計を一にする親族 人 按分率 ／

（按分率の考え方： ）

□ 生計を一にしない親族 人 按分率 ／

（按分率の考え方： ）

□ 関連会社等の役員・社員 人 按分率 ／

（按分率の考え方： ）

□ 上記以外の第三者 人 按分率 ／

（按分率の考え方： ）

計 人

注 １ 政務活動の拠点が複数箇所ある場合は、当該拠点ごとに作成してください。

２ 必要な箇所を記入するとともに、□の該当する項目にレ印又は■を付けてください。

３ 「関連会社等」とは、自己又は生計を一にする親族が、役員、顧問その他の職についている会社

（ 。） 。その他の法人 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む をいいます

４ ⑥で「使用時間」により按分率を算定する場合は、月単位の平均の日・時間又は年単位の日・時

間で記載してください。

〔参考〕 按分の基本的な考え方

政務活動と政務活動以外の活動とが不可分の場合は、次のいずれかの方法で按分

ア 政務活動に要した使用実態（使用領域（面積等 、使用時間等）により按分）

イ 政務活動の割合が明らかでない場合は、１／２で按分
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第８号様式（第７条関係）

平成○年度 事務所状況等説明書 ＜記載例＞

○○ ○○議員名

① 政務活動の拠点 □ 自宅 ■ 自宅以外 ④⑤は自宅の場合記入不要

○○市○○字○○１－１② 所在地 住所：

電話： 延べ床面積 ㎡○○○○－○○－○○○○ 125.20

③ 他用途と ■ 無

の兼用 □ 有 □ 後援会の事務所

□ 政党支部の事務所

（ ）□ その他

④ 建物の所 □ 自己又は生計を一にする親族の所有

（ ）有区分 ■ 賃借物件 賃貸借契約先 ○○不動産株式会社

（ ）所有者 □ 生計を一にしない親族 議員との関係：

（ ）□ 関連会社等 所在地：

■ 上記以外の第三者

（ ）□ その他

（ ）⑤ 敷地の所 □ 自己 □ 生計を一にする親族 議員との関係：

（ ）有者 □ 関連会社等 □ 生計を一にしない親族 議員との関係：

■ 上記以外の第三者

⑥ 基本的な ■ 使用実態による場合（政務活動に要した使用領域（面積等 、使用時間等））

按分率の □ 全体使用面積 ㎡ (X) 内、政務活動使用面積 ㎡ (Y)

考え方 ■ 全体使用時間 時間 (X) 内、政務活動使用時間 時間 (Y)200.0 150.0

150.0 200.0(Y) ／ (X) ＝ ／

按分率□ その他（ ）

３ ／ ４□ 使用実態が明らかでない場合

⑦ 事務所賃 □ 無

３ ／ ４借料の計 ■ 有 按分率

上 （按分率の考え方： ）⑥と同率

⑧ 駐車場代 □ 無

３ ／ ４の計上 ■ 有 按分率

（按分率の考え方： ）⑥と同率

⑨ 光熱水費 □ 無

３ ／ ４等の計上 ■ 有 按分率

（按分率の考え方： ）⑥と同率
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○○ ○○議員名

⑩ 事務費の □ 無

３ ／ ４計上 ■ 有 按分率

（ ）按分率の考え方：⑥と同率

⑪ 人件費の □ 無

計上 ■ 有

□ 生計を一にする親族 人 按分率 ／

（按分率の考え方： ）

□ 生計を一にしない親族 人 按分率 ／

（按分率の考え方： ）

□ 関連会社等の役員・社員 人 按分率 ／

（按分率の考え方： ）

１ ３／４■ 上記以外の第三者 人 按分率

（按分率の考え方： ）⑥と同率

計 人

注 １ 政務活動の拠点が複数箇所ある場合は、当該拠点ごとに作成してください。

２ 必要な箇所を記入するとともに、□の該当する項目にレ印又は■を付けてください。

３ 「関連会社等」とは、自己又は生計を一にする親族が、役員、顧問その他の職についている会社

（ 。） 。その他の法人 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む をいいます

４ ⑥で「使用時間」により按分率を算定する場合は、月単位の平均の日・時間又は年単位の日・時

間で記載してください。

〔参考〕 按分の基本的な考え方

政務活動と政務活動以外の活動とが不可分の場合は、次のいずれかの方法で按分

ア 政務活動に要した使用実態（使用領域（面積等 、使用時間等）により按分）

イ 政務活動の割合が明らかでない場合は、１／２で按分



第９号様式（第７条関係）

規格

作成部数

支出先・内容等 支出額
（円）

按分率
（％）

計上額
（円）

領収書
整理
番号

印刷・
作成費
用

□ □

封筒代 □ □

封入封
緘費用

□ □

送付等
費用

□ □

□ □

□ □

□ □

政務活
動費の
充当対
象

□ □

政務活
動費の
充当対
象外

□ □ － － －

－ －

年度　印刷物配布費用等説明書

会派・議員名

配布物
（名称）

配付先

無 有

充当有の場合

備　　考

注 　配布物の印刷又は作成に係る業務委託に要する費用を計上していない場合であっても、当該配布物を
添付してください。

所
要
経
費

同
封
物

合　計

- ８２ -



第９号様式（第７条関係）

規格

作成部数

支出先・内容等 支出額
（円）

按分率
（％）

計上額
（円）

領収書
整理
番号

印刷・
作成費
用

□ ■ △△印刷 100,000 85.00 85,000 30

封筒代 □ ■
△△印刷

Ａ４定形封筒4,000
部

90,000 80.00 72,000 31

封入封
緘費用

□ ■

◇◇メールサービス
(株)

送付費用を含む800
部分

140,000 68.00 95,200 32

送付等
費用

□ ■
○×郵便局
@140×100部

14,000 85.00 11,900 33

□ □

□ □

□ □

政務活
動費の
充当対
象

□ □

政務活
動費の
充当対
象外

□ ■ 後援会行事の案内 － － － －

344,000 － 264,100 －

年度　印刷物配布費用等説明書　＜記載例＞

議員名 ○○　○○

配布物
（名称）

○○ニュース　春号 Ａ３両面２枚

配付先 事前登録者等 １，０００部

無 有

充当有の場合

備　　考

注 　配布物の印刷又は作成に係る業務委託に要する費用を計上していない場合であっても、当該配布物を
添付してください。

所
要
経
費

900部は郵送、100部は
直接配付等

春・夏・秋・冬の各号
に使用。按分率は各号
の政務活動に係る紙面
割合等の平均

同封物有のため按分率
85%を更に8/10で面積
割。200部は職員で封
入封緘

春号のみ送付（同封物
無し）

同
封
物

Ａ４両面１枚
800部を春号に同封

合　計

- ８３ -



第９号様式（第７条関係）

規格

作成部数

支出先・内容等 支出額
（円）

按分率
（％）

計上額
（円）

領収書
整理
番号

印刷・
作成費
用

■ □ ○○ニュース　夏号 75.00 0

封筒代 ■ □ 0 31

封入封
緘費用

■ □ 0

送付等
費用

□ ■
○×郵便局
@140×900部

126,000 75.00 94,500 64

□ □

□ □

□ □

政務活
動費の
充当対
象

□ □

政務活
動費の
充当対
象外

□ □ － － － －

126,000 － 94,500 －

注 　配布物の印刷又は作成に係る業務委託に要する費用を計上していない場合であっても、当該配布物を
添付してください。

所
要
経
費

事務所にて作成・印刷

春号印刷時に一括作成

事務所職員等にて実施

100部は直接配付等

同
封
物

合　計

配付先 事前登録者等 １，０００部

無 有

充当有の場合

備　　考

年度　印刷物配布費用等説明書　＜記載例＞

議員名 ○○　○○

配布物
（名称）

○○ニュース　夏号 Ａ４両面１枚

- ８４ -



第９号様式（第７条関係）

規格

作成部数

支出先・内容等 支出額
（円）

按分率
（％）

計上額
（円）

領収書
整理
番号

印刷・
作成費
用

□ ■ △△印刷 35,000 100.00 35,000 45

封筒代 □ □

封入封
緘費用

□ ■
◇◇メールサービス

(株)
宛名シール貼付

10,000 100.00 10,000 46

送付等
費用

□ □

□ □

□ □

□ □

政務活
動費の
充当対
象

□ □

政務活
動費の
充当対
象外

□ □ － － － －

45,000 － 45,000 －

注 　配布物の印刷又は作成に係る業務委託に要する費用を計上していない場合であっても、当該配布物を
添付してください。

所
要
経
費

葉書代含む

500部

同
封
物

合　計

配付先 事前登録者等 ５００部

無 有

充当有の場合

備　　考

年度　印刷物配布費用等説明書　＜記載例＞

議員名 ○○　○○

配布物
（名称）

本会議登壇案内 葉書

- ８５ -



第10号様式（第７条関係）

年度 品名／規格
取得価格
（円）

按分率
（％）

計上額
（円）

取得
年月日

注 １　取得価格が10万円以上の備品について、記載してください。

２　「年度」の欄には、充当した政務活動費が交付された年度を記載してください。

備　　品　　台　　帳

会派・議員名

廃棄
年月日

- ８６ -



第10号様式（第７条関係）

年度 品名／規格
取得価格
（円）

按分率
（％）

計上額
（円）

取得
年月日

27 パソコン／○○社○○－○○○○ 129,600 50.00 64,800 27. 8.31

29 パソコン／○○電気○○○－○○○○－○ 102,600 50.00 51,300 29.11.17

注 １　取得価格が10万円以上の備品について、記載してください。

２　「年度」の欄には、充当した政務活動費が交付された年度を記載してください。

備　　品　　台　　帳　＜記載例＞

会派・議員名

廃棄
年月日

- ８７ -
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第12号様式（第９条関係）

年 月 日

京都府議会議長

様

（会派の場合） 会派名及び

,代表者名

,（議員の場合） 氏 名

収 支 報 告 書 等 修 正 届

京都府政務活動費の交付に関する条例第11条第１項（第２項、第３項）の規定により

年 月 日付けで提出した「 年度政務活動費収支報告書」等について、

下記のとおり修正します。

記

１ 修正理由

２ 修正書類

(1) 収支報告書 (2) 領収書等の写し (3) 活動報告書 (4) その他

３ 修正箇所及びその内容

(1) 収支報告書

ア 収入（修正後の収入額 円）

イ 支出（修正項目 ）

（修正後の支出合計額 円）

ウ 残余（修正後の残余額 円）

(2) その他の添付書類

（修正箇所及びその内容）

４ 残余額（(1)の場合は、金額を記載してください ）。

(1) 修正の結果生じた新たな残余額は、 円であり、返還する。

(2) 新たに返還すべき残余額は生じていない。

注 １ 該当する記号に○印を付けてください。

２ 修正内容については、提出済みの書類の写しに加除を行い、訂正印を押印の上、

添付してください。
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第12号様式（第９条関係）

年 月 日平成○○ ○○ ○○

京都府議会議長

様○ ○ ○ ○

（会派の場合） 会派名及び

,代表者名

,（議員の場合） 氏 名 ○○ ○○

収 支 報 告 書 等 修 正 届

京都府政務活動費の交付に関する条例第11条第１項（第２項、第３項）の規定により

年 月 日付けで提出した「 年度政務活動費収支報告書」等につい平成○○ ○○ ○○ 平成○○

て、下記のとおり修正します。

記

会計帳簿の計上した金額及び内容に誤りがあることが判明したため。１ 修正理由

２ 修正書類

(1) 収支報告書 (2) 領収書等の写し (3) 活動報告書 (4) その他

３ 修正箇所及びその内容

(1) 収支報告書

ア 収入（修正後の収入額 円）

イ 支出（修正項目 ）調査研究費、事務所費

（修正後の支出合計額 円）

ウ 残余（修正後の残余額 円）１２，０７２

(2) その他の添付書類

（修正箇所及びその内容）

・ 調査研究費 支払証明書に記載の支払金額（ＪＲ運賃）を修正する。

・ 事 務 所 費 誤計上分の電気代に係る領収書を削除する。

４ 残余額（(1)の場合は、金額を記載してください ）。

(1) 修正の結果生じた新たな残余額は、 円であり、返還する。１２，０７２

(2) 新たに返還すべき残余額は生じていない。

注 １ 該当する記号に○印を付けてください。

２ 修正内容については、提出済みの書類の写しに加除を行い、訂正印を押印の上、

添付してください。
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＜修 正 例＞（議員用）

年 月 日平成○○ ○○ ○○

京都府議会議長

様○ ○ ○ ○

,氏 名 ○○ ○○

年度政務活動費収支報告書平成○○

京都府政務活動費の交付に関する条例第11条第１項（第３項）の規定により、下記のと

おり報告します。

記

１ 交付を受けた政務活動費の総額 円４，８００，０００

２ 政務活動費に係る支出

（単位：円）

費 目 支 出 額

３１２，１５０
調 査 研 究 費

３１３，２４０○印

研 修 費 ８５，４１９

広 聴 広 報 費 ８５８，２５６

要 請 陳 情 等 活 動 費 ０

会 議 費 １６４，９１５

資 料 作 成 費 １３２，８２５

資 料 購 入 費 １８５，８４６
１，０５７，２８２

事 務 所 費
１，０８２，５８２○印

事 務 費 ６１５，９４８

人 件 費 １，３７５，２８７
４，７８７，９２８

合 計
４，８１４，３１８○印

＊２回目以降の修正は分かるように 平成○年○月○日修正

それぞれ記号等を付けて下さい。 ○○ ○○
１２，０７２

３ 残 余 円○印 ０

４ 主たる支出の内容 別紙のとおり
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参考様式

収 入

印 紙

政務調査業務委託契約書

１ 委託業務の名称

２ 委託調査の目的

３ 委託調査事項

４ 契約期間

年 月 日 から 年 月 日 まで

５ 業務委託料

金 円

上記の委託業務について、委託者（甲）と受託者（乙）は、各々の対等な立

場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信

義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有

する。

年 月 日

（甲） 住所

氏名 印

（乙） 住所

印氏名



- -92

（目 的）

第１条 本委託契約は、甲が に関する業務を行うことにつき、乙

に対してこれを委託することを目的とする。

（業務の内容及び方法）

、 「 」 。 、第２条 調査業務等の内容及び方法は 別紙 政務調査業務等仕様書 による なお

。その他、必要に応じて甲は乙に対して特別調査を指示する場合がある

（委託料の支払い）

第３条 甲は、この契約により乙の行う業務に対し委託料を支払う。

（契約内容の変更）

第４条 契約の内容を改める必要が生じた場合は、双方協議の上決定する。

（報告、検査及び業務の改善）

第５条 甲は、乙の業務について随時検査を行い、又は報告を求め、必要があるときは乙

と協議の上、業務の変更を求めることができる。

（遵守事項）

第６条 乙は、業務履行中に知り得た秘密を他にもらしてはならない。

２ 乙は、業務履行については善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

３ 乙は、業務履行について、必要に応じて甲と協議の上行わなければならない。

（第三者の損害）

第７条 乙は、業務上第三者に損害を及ぼしたときはその賠償の責を負う。

（権利義務の譲渡等）

第８条 乙は、本契約により生じた権利を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又

はその業務を第三者に委託し、若しくは請け負わせてはならない。ただし、甲が承

認した場合はこの限りでない。

（契約保証金）

第９条 契約保証金は、免除する。

（契約の解除）

第10条 甲及び乙はいつでも本契約を解除することができる。

２ 甲が本契約を解除するときは違約金 を乙に支払うものとする。

３ 乙が本契約を解除するときは甲に対し一切の委託料を請求することができない。

（補 則）

第11条 この契約書に定めのない事項については必要に応じて甲乙協議して定めるこ

ととする。
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政務調査業務仕様書

１ 調 査 対 象

２ 調 査 方 法

３ 調 査 内 容

４ 成 果 物

委託業務報告書
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参考様式

雇 用 契 約 書

生 年 月 日ふ り が な

氏 名 年 月 日生

現 住 所

℡

下 記 の 条 件 で 契 約 し ま す

雇 用 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

就 業 場 所

仕 事 内 容

就 業 時 間 午前・午後 時 分から 午前・午後 時 分まで

（休憩時間） （ ）

休 日

給与（賃金）

給 与 支 払

給 与 振 込 先

上記契約期間満了をもって本契約を解消する。

契約書は２通作成し、双方が各１通を保管する。

年 月 日

雇 用 者 印

被雇用者 印
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参考様式

雇 用 契 約 書 ＜ 記 載 例 ＞

生 年 月 日ふ り が な ○○○○ ○○○○

氏 名 年 月 日生□ □ □ □ 平成○○ ○○ ○○

○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁目 ○ 番 ○号現 住 所

○○○－○○○－○○○○℡

下 記 の 条 件 で 契 約 し ま す

雇 用 期 間 年 月 日から 年 月 日まで平成○○ ○○ ○○ 平成○○ ○○ ○○

○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁目 ○ 番 ○ 号就 業 場 所

○ ○ ○ ○ 議員事務所

（例１ ・政務活動に係る補助 及び 関係書類の作成仕 事 内 容 ）

（例２ ・政務活動に係る補助 及び 後援会関係事務）

就 業 時 間 午前・午後 時 分から 午前・午後 時 分まで○ ○ ○○

休憩時間は、 ○時 ○分から ○時 ○分 ）（休憩時間） （

土曜日、日曜日、祝祭日、年末及び年始、夏期休暇休 日

（ 時給 円 ）給与（賃金） 月額 ○○○，○○○ 円

毎月分を ○○日に支払給 与 支 払

○ ○ 銀行 ○ ○ 支店給 与 振 込 先

普通預金 口座番号 ○○○○○○○

上記契約期間満了をもって本契約を解消する。

契約書は２通作成し、双方が各１通を保管する。

年 月 日平成○○ ○○ ○○

雇 用 者 印京都府議会議員 ○○ ○○

被雇用者 印□□ □□



 年(西暦)

 月分

開始時刻 終了時刻
休憩等

控除時間
勤務時間数 開始時間 終了時刻 勤務時間

1 木 0:00 0:00

2 金 0:00 0:00

3 土 0:00 0:00

4 日 0:00 0:00

5 月 0:00 0:00

6 火 0:00 0:00

7 水 0:00 0:00

8 木 0:00 0:00

9 金 0:00 0:00

10 土 0:00 0:00

11 日 0:00 0:00

12 月 0:00 0:00

13 火 0:00 0:00

14 水 0:00 0:00

15 木 0:00 0:00

16 金 0:00 0:00

17 土 0:00 0:00

18 日 0:00 0:00

19 月 0:00 0:00

20 火 0:00 0:00

21 水 0:00 0:00

22 木 0:00 0:00

23 金 0:00 0:00

24 土 0:00 0:00

25 日 0:00 0:00

26 月 0:00 0:00

27 火 0:00 0:00

28 水 0:00 0:00

29 木 0:00 0:00

30 金 0:00 0:00

31 土 0:00 0:00

0 日間勤務（Ｄ） 　(Ａ) 0:00 0:00

　上記のとおり勤務したことを証明します。 議員名 　印

【総支給額の計算】

0.0 時間]×[単価 円］＝ 0

0.0 時間]×[単価 円］＝ 0 円（Ｃ）

0 日] × [単価 円］＝ 0

④ 総支給額 （Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｅ）＝ 0 円（Ｆ）

【実支給額（総支給額－諸控除額）の計算】

（Ｆ）－[ 円]（所得税・住民税、保険料等本人負担額）＝ 0 円（Ｇ）

　金 円（Ｇ）

【政務活動費充当額の計算】

0 円]×[按分率 ％］＝ 0 円（Ｈ）

円]×[按分率 0 ％］＝ 0 円（Ｉ）

○ 政務活動費充当額の計 （Ｈ）＋（Ｉ） ＝ 0 円

計　　　(Ａ')計

円（Ｂ）

円（Ｅ）

0

○ 給与　総支給額(Ｆ)[

　　　左記金額を確かに領収致しました。
　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　 　　氏　名　　　　　　　　　　　　 　印

○ 保険料等雇用主負担額　[

氏　　名

③ 通勤手当・日額の場合(Ｄ)［

③’　〃　　月額の場合　　

① 時給の場合　(Ａ)　［

①'月額の場合

② 時間外勤務手当等 (A')[

政務活動業務　勤務実績表・領収書

備考（時間外勤務等）定　時　勤　務

日 曜日

８
2013

ｰ ９６ -



 年(西暦)

 月分

開始時刻 終了時刻
休憩等

控除時間
勤務時間数 開始時間 終了時刻 勤務時間

1 木 8:30 16:00 1:00 6:30 0:00

2 金 8:30 17:00 1:00 7:30 17:30 19:30 2:00

3 土 0:00 0:00

4 日 0:00 0:00

5 月 8:30 17:00 1:00 7:30 17:30 19:30 2:00

6 火 13:00 17:00 4:00 0:00

7 水 8:30 16:00 1:00 6:30 0:00

8 木 13:00 17:00 4:00 0:00

9 金 8:30 12:00 3:30 0:00

10 土 0:00 0:00

11 日 0:00 0:00

12 月 8:30 17:00 1:00 7:30 0:00

13 火 8:30 17:00 1:00 7:30 0:00

14 水 13:00 17:00 4:00 17:30 19:30 2:00

15 木 14:00 17:00 3:00 17:30 19:30 2:00

16 金 0:00 0:00

17 土 0:00 0:00

18 日 0:00 0:00

19 月 8:30 17:00 1:00 7:30 0:00

20 火 8:30 17:00 1:00 7:30 0:00

21 水 9:00 17:00 1:00 7:00 0:00

22 木 9:00 17:00 1:00 7:00 0:00

23 金 9:00 17:00 1:00 7:00 0:00

24 土 0:00 0:00

25 日 0:00 0:00

26 月 0:00 0:00

27 火 8:30 17:00 2:00 6:30 0:00

28 水 8:30 17:00 2:00 6:30 0:00

29 木 8:30 17:00 1:00 7:30 0:00

30 金 0:00 0:00

31 土 0:00 0:00

19 日間勤務（Ｄ） 　(Ａ) 118:00 8:00

　上記のとおり勤務したことを証明します。 議員名 　印

【総支給額の計算】

118.0 時間]×[単価 800 円］＝ 94,400

8.0 時間]×[単価 1,000 円］＝ 8,000 円（Ｃ）

19 日] × [単価 440 円］＝ 8,360

④ 総支給額 （Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｅ）＝ 110,760 円（Ｆ）

【実支給額（総支給額－諸控除額）の計算】

（Ｆ）－[ 1,850(例示) 円]（所得税・住民税、保険料等本人負担額）＝ 108,910 円（Ｇ）

　金 円（Ｇ）

【政務活動費充当額の計算】

110,760 円]×[按分率 50 ％］＝ 55,380 円（Ｈ）

3,500(例示) 円]×[按分率 50 ％］＝ 1,750 円（Ｉ）

○ 政務活動費充当額の計 （Ｈ）＋（Ｉ） ＝ 57,130 円

○ 保険料等雇用主負担額　[

政務活動業務　勤務実績表・領収書

備考（時間外勤務等）定　時　勤　務

日 曜日

8

計　　　(Ａ')計

円（Ｂ）
① 時給の場合　(Ａ)　［

○　○　　○　○
2013

氏　　名

108,910

①'月額の場合

② 時間外勤務手当等 (A')[

○ 給与　総支給額(Ｆ)[

　　　左記金額を確かに領収致しました。
　　　　　　○○　年　○　月　○　日

　 　　氏　名　　○　○　　○　○　　 　印

円（Ｅ）
③ 通勤手当・日額の場合(Ｄ)［

③’　〃　　月額の場合　　

- ９７ -
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京都府政務活動費の交付に関する条例

平成24年12月27日

京都府条例第68号

（趣旨）

この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第100条第14項から第16項第１条

までの規定により、京都府議会議員（以下「議員」という ）の調査研究その他の。

活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要

な事項を定めるものとする。

（政務活動費の交付対象）

政務活動費は、京都府議会の会派（所属議員が１人のものを含む。以下「会第２条

派」という ）及び議員の職にある者に対して交付する。。

２ 月の途中に結成された会派及び任期の開始の日が月の途中である議員には、当該

月の政務活動費は、交付しない。

（会派及び会派に所属する議員に係る政務活動費の額）

会派及び会派に所属する議員に係る政務活動費の総額は、所属議員１人当た第３条

り月額540,000円（所属議員が１人の会派にあっては、500,000円）とする。

２ 会派は、前項に規定する所属議員１人当たりの月額を会派に配分する額と所属議

員に配分する額に一律に区分するものとする。

３ 会派に係る政務活動費の月額は、前項の規定により会派に配分する額として区分

した額に月の初日における当該会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。

４ 会派に所属する議員（月の初日に会派に所属する議員に限る ）に係る政務活動。

費の月額は、第２項の規定により所属議員に配分する額として区分した額とする。

５ 第２項の規定による会派に配分する額と所属議員に配分する額との区分は、年度

の途中において変更することはできない。

６ 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所

属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由

が生じた日の属する月の政務活動費の額については、これらの事由が生じなかった

ものとみなして算定する。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合

も同様とする。

７ 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことがで

きない。

（会派に所属しない議員に係る政務活動費の額）

会派に所属しない議員（月の初日に会派に所属しない議員に限る ）に係る第４条 。

政務活動費の額は、月額400,000円とする。

２ 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、会派への

入会又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政

務活動費の額については、これらの事由が生じなかったものとみなして算定する。
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（会派等の届出）

議員が会派を結成し、政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者、第５条

政務活動費経理責任者及び政務活動費監査責任者を定め、その代表者は、次に掲げ

る事項を記載した会派結成届を京都府議会議長（以下「議長」という ）に提出し。

なければならない。

(1) 会派の名称

(2) 代表者の氏名

(3) 所属議員の数及び氏名

(4) 会派及び所属議員に係る政務活動費の月額

(5) 政務活動費経理責任者及び政務活動費監査責任者の氏名

２ 会派結成届の内容に異動が生じたときは、その代表者は、会派異動届を議長に提

出しなければならない。

３ 会派を解散したときは、その代表者は、会派解散届を議長に提出しなければなら

ない。

（届出事項の公示）

議長は、前条第１項の規定により会派結成届が提出されたときは、会派及び第６条

所属議員に係る政務活動費の月額その他の議長が別に定める事項を公示するものと

する。これらの事項に異動があったときも、同様とする。

（会派等の通知）

議長は、第５条第１項の規定による会派結成届の提出のあった会派及び政務第７条

活動費の交付を受ける議員並びに会派及びその所属議員に係る政務活動費の月額に

ついて、毎年度４月１日までに、知事に通知しなければならない。

２ 議長は、年度の途中において、会派結成届、会派異動届若しくは会派解散届が提

出されたとき又は議員の異動が生じたときは、速やかに知事に通知しなければなら

ない。

（政務活動費の交付決定）

知事は、前条の規定による通知に係る会派及び議員について、政務活動費の第８条

交付の決定を行い、会派の代表者及び議員に通知しなければならない。

（政務活動費の交付）

知事は、前条の規定により交付の決定を行った会派及び議員に対し、毎四半第９条

期の最初の月に、当該四半期に属する月数分の政務活動費を交付するものとする。

ただし、四半期の途中において議員の任期が満了する場合には、任期が満了する日

の属する月までの月数分の政務活動費を交付するものとする。

、 、２ 四半期の途中において 新たに会派が結成されたとき又は議員が当選したときは

会派結成届が提出された日又は任期開始の日の属する月の翌月（その日が月の初日

の場合は、当月）分以降の政務活動費を当該会派又は当該当選議員に対し、交付す

る。

３ 四半期の途中において、会派の所属議員数に異動が生じた場合は、当該会派に既

に交付した政務活動費については、その異動が生じた日の属する月の翌月（その日

が月の初日の場合は、当月）分から調整する。
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４ 四半期の途中において、会派が消滅したときは、当該会派の代表者は、当該消滅

した日の属する月の翌月（その日が月の初日の場合は、当月）分以降の政務活動費

を速やかに返還しなければならない。

５ 議員は、四半期の途中に辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議

員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月（その日が月の初日

の場合は、当月）分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

（政務活動費を充てることができる経費の範囲）

政務活動費を充てることができる経費の範囲は、会派又は議員が実施する次第10条

に掲げる活動に要する経費であって、会派にあっては別表第１に、議員にあっては

別表第２に定めるものとする。

(1) 府の政策形成に関わる調査研究、企画、立案等に関する活動

(2) 府の政策形成に必要な意向調査、府民との意見交換、住民相談等の広聴に関す

る活動

(3) 議案や府の事務に関する議会の審議に向けた調査等の活動

(4) 会派の所属議員の意見集約等の会派としての意思形成に関する活動

(5) 府の政策実現のための関係機関に対する要請、陳情等の活動

(6) 府の事務執行の過程における効率性等の観点からの監視、提案等に関する活動

(7) 府の事務執行の結果に対する目的達成度等の観点からの評価、提案等に関する

活動

(8) 議会、会派及び議員の活動並びに府政に関する政策等の広報に関する活動

(9) 前各号に掲げるもののほか、府政の課題及び府民の意思を把握し、府政に反映

させる活動その他の府民福祉の増進を図るために必要な活動であって、議長が必

要と認めるもの

２ 政務活動費は、京都府議会議員の費用弁償に関する条例（平成18年京都府条例第

20号）に基づく費用弁償の対象となる経費並びに政治活動（政治資金規正法（昭和

23年法律第194号）に基づく政治活動をいう 、政党活動、選挙活動、後援会活動。）

及び私人としての活動に要する経費については、充てることはできない。

（収支報告書等の提出）

会派の代表者及び議員は、次に掲げる事項を記載した政務活動費に係る収入第11条

及び支出の報告書（以下「収支報告書」という ）を、年度終了日の翌日から起算。

して30日以内に議長に提出しなければならない。

(1) 交付を受けた政務活動費の総額

(2) 政務活動費に係る支出の総額並びに別表第１及び別表第２の経費の欄に掲げる

費目ごとの支出の額及び主たる支出の内容

(3) 交付を受けた政務活動費の総額から政務活動費に係る支出の総額を控除した額

(4) 前３号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項

２ 会派の代表者は、会派が消滅した場合には、前項の規定にかかわらず、当該会派

が消滅した日の属する月までの収支報告書を、消滅した日の翌日から起算して30日

以内に議長に提出しなければならない。

３ 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくな

ったときは、第１項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収

支報告書を、議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなけ

ればならない。
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４ 会派の代表者及び議員は、前３項の規定により収支報告書を提出するときは、当

該収支報告書に記載された支出についての領収書その他の証拠書類の写し 以下 領（ 「

収書等の写し」という 、議長が別に定める政務活動費を充てた主な活動に係る内。）

容、要した経費等を記載した報告書（以下「活動報告書」という ）その他議長が。

別に定める書類を添付しなければならない。

（議長の調査）

議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書第12条

が提出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする。

（政務活動費の返還）

知事は、会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額か第13条

ら、当該会派又は議員がその年度において行った政務活動費に係る支出（第10条第

１項に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出を

いう ）の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動。

費の返還を命じることができる。

（収支報告書等の保存及び閲覧）

第11条の規定により提出された収支報告書及び領収書等の写し、活動報告書第14条

その他議長が別に定める書類（以下「収支報告書等」という ）は、これを受理し。

た議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して５年を経過する日まで

保存しなければならない。

２ 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書等（京都府情

報公開条例（平成13年京都府条例第１号）第６条に規定する非公開情報を除く ）。

の閲覧を請求することができる。

（透明性の確保）

議長は、この条例に定めるもののほか、政務活動費に関する情報の提供等に第15条

より、政務活動費の使途の透明性の確保に努めるものとする。

（委任）

この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長第16条

が定める。

附 則

１ この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（平成24年法律第72号）附則第１

条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

２ この条例による改正後の京都府政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条

例の施行の日以後に交付の決定がされる政務活動費から適用し、この条例の施行の

日前にこの条例による改正前の京都府政務調査費の交付に関する条例の規定に基づ

き交付の決定がされた政務調査費については、なお従前の例による。
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（第10条関係）別表第１

経 費 内 容

調 査 研 究 費 会派が行う府の事務、地方行財政等に関する調査研究（視

察を含む ）及び調査委託に要する経費。

、 （ 。）研 修 費 １ 会派が行う研修会 講演会等の実施 共同開催を含む

に要する経費

２ 団体等が開催する研修会（視察を含む 、講演会等へ。）

の所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費

広 聴 広 報 費 会派が行う議会活動、府政に関する政策等の広聴広報活動

に要する経費

要請陳情等活動費 会派が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会 議 費 １ 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

２ 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派とし

ての参加に要する経費

資 料 作 成 費 会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資 料 購 入 費 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用

等に要する経費

事 務 費 会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人 件 費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費



- 103 -

（第10条関係）別表第２

経 費 内 容

調 査 研 究 費 議員が行う府の事務、地方行財政等に関する調査研究（視

察を含む ）及び調査委託に要する経費。

、 （ 。）研 修 費 １ 議員が行う研修会 講演会等の実施 共同開催を含む

に要する経費

２ 団体等が開催する研修会（視察を含む 、講演会等へ。）

の議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費

広 聴 広 報 費 議員が行う議会活動、府政に関する政策等の広聴広報活動

に要する経費

要請陳情等活動費 議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会 議 費 １ 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

２ 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参

加に要する経費

資 料 作 成 費 議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資 料 購 入 費 議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用

等に要する経費

事 務 所 費 議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要

する経費

事 務 費 議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人 件 費 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費
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京都府政務活動費の交付に関する規程

（平成25年３月15日）

改正 平成27年７月21日

（趣旨）

この規程は、京都府政務活動費の交付に関する条例（平成24年京都府条例第１条

第68号。以下「条例」という ）に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定。

めるものとする。

（会派結成届等）

条例第５条に規定する届の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各第２条

号に定める様式によるものとする。

(1) 会派結成届 別記第１号様式

(2) 会派異動届 別記第２号様式

(3) 会派解散届 別記第３号様式

（会派結成届に係る公示事項）

条例第６条に規定する京都府議会議長（以下「議長」という ）が別に定め第３条 。

る事項は、次に掲げるものとする。

(1) 京都府議会の会派（以下「会派」という ）の名称。

(2) 所属議員の数

(3) 会派及び所属議員に係る政務活動費の月額

（会派及び議員の通知）

条例第７条に規定する通知の様式は、別記第４号様式によるものとする。第４条

（収支報告書）

条例第11条第１項に規定する収支報告書（以下「収支報告書」という ）の第５条 。

様式は、別記第５号様式によるものとする。

（政務活動費監査責任者の監査）

会派の代表者は、条例第11条第１項又は第２項の規定により収支報告書を第６条

提出しようとするときは、政務活動費監査責任者の監査を経るものとする。
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（収支報告書の添付書類）

条例第11条第４項の規定により収支報告書に添付する同項に規定する領収第７条

書等の写し（以下「領収書等の写し」という ）は、次に掲げるものとする。。

(1) 領収書の写し

(2) 預金口座振替による支払にあっては、当該支払を示す預金口座通帳の写し

(3) 領収書を徴しがたい支出にあっては、支払証明書

(4) その他議長が必要と認める書類

、２ 条例第11条第４項に規定する議長が別に定める政務活動費を充てた主な活動は

次に掲げるものとする。

(1) 府の区域外で行う視察調査及び要請陳情活動

(2) 調査委託

(3) 会場使用料を伴う研修会、講演会、各種会議等の実施

(4) 府の区域内で行う宿泊費を伴う活動

(5) 月、年等を単位とする会費、入会金等を伴う団体への参加（新たに参加する

場合のほか、その地位を継続、更新等をする場合を含む。第４項第５号において

同じ ）。

(6) 参加費、会費、資料代等を伴う研修会、講演会、各種会議等への参加

３ 条例第11条第４項に規定する活動報告書（以下「活動報告書」という ）の様式。

は、別記第６号様式によるものとする。

４ 条例第11条第４項に規定する議長が別に定める書類は、会派にあっては会計帳

簿（別記第７号様式 、議員にあっては会計帳簿及び事務所状況等説明書（別記第）

８号様式）のほか、次の各号に掲げる政務活動費を充てた活動の区分に応じ、当

該各号に定めるものとする。

(1) 府の区域外で行う視察調査及び要請陳情活動 行程表及び経費の内訳を示す

書類

(2) 研修会、講演会、各種会議等の実施又はそれらへの参加 案内資料及び次第

(3) 広聴広報活動、要請陳情活動等に用いる印刷物及び配布物の印刷又は作成に

係る業務委託 成果品

(4) 研修会、講演会、各種会議等の実施に係る案内資料並びに広聴広報活動、要

請陳情活動等に用いる印刷物及び配布物の送付又は配布に係る業務委託 印刷物

配布費用等説明書（別記第９号様式）
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(5) 月、年等を単位とする会費、入会金等を伴う団体への参加 会費の納入等に

係る案内資料

(6) 取得価格が10万円以上の備品の購入及び当該備品の廃棄 備品台帳（別記第

10号様式）

（収支報告書の写しの送付）

議長は、条例第11条の規定により提出された収支報告書の写しを、別記第第８条

11号様式により知事に送付するものとする。

（収支報告書等の修正）

会派の代表者及び京都府議会議員（以下「議員」という ）は、条例第11条第９条 。

の規定により提出した収支報告書及び領収書等の写し、活動報告書その他議長が

別に定める書類（以下「収支報告書等」という ）の記載等の修正をしようとする。

ときは、別記第12号様式により議長に届け出なければならない。

２ 前条の規定は、前項の規定による収支報告書の記載等の修正の場合について準

用する。

（証拠書類等の整理保管）

会派の政務活動費経理責任者及び議員は、政務活動費の支出に係る証拠書第10条

類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末

日の翌日から起算して５年を経過する日まで保存しなければならない。

（収支報告書等の閲覧）

条例第14条第２項の規定による収支報告書等の閲覧は、当該収支報告書等第11条

を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過した日の翌日からするこ

とができる。

、 、２ 条例第14条第２項の規定による収支報告書等の閲覧は 議長が指定する場所で

執務時間中にしなければならない。

（情報の提供）

議長は、政務活動費に係る制度の概要、会派及び議員の政務活動費の執行第12条

状況その他の政務活動費に関する情報について、京都府議会のホームページ等を

通じてその提供に努めるものとする。
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附 則

この規程は、平成25年３月15日から施行する。

（平成27年７月21日）附 則

１ この規程は、平成27年７月21日から施行する。

２ この規程による改正後の京都府政務活動費の交付に関する規程の規定は、平成

27年５月１日以後に交付した政務活動費について適用し、同日前に交付した政務

活動費については、なお従前の例による。
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別記

第１号様式（第２条関係）

年 月 日

京都府議会議長

様

会派名及び

,代 表 者 名

会 派 結 成 届

京都府政務活動費の交付に関する条例第５条第１項の規定により、下記のとおり届け出

ます。

記

１ 会派の名称

２ 代表者の氏名

３ 所属議員

人 数 人

氏 名 別添名簿のとおり

４ 政務活動費の月額

会 派 円

所属議員 円

５ 政務活動費経理責任者の氏名

６ 政務活動費監査責任者の氏名
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第２号様式（第２条関係）

年 月 日

京都府議会議長

様

会派名及び

,代 表 者 名

会 派 異 動 届

京都府政務活動費の交付に関する条例第５条第２項の規定により、下記のとおり届け出

ます。

記

１ 異動年月日

２ 異 動 内 容

区 分 新 旧
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第３号様式（第２条関係）

年 月 日

京都府議会議長

様

会派名及び

,代 表 者 名

会 派 解 散 届

京都府政務活動費の交付に関する条例第５条第３項の規定により、下記のとおり届け出

ます。

記

１ 解散した会派の名称

２ 解散した年月日



- 111 -

第４号様式（第４条関係）

年 月 日

京都府知事

様

京都府議会議長 印

政務活動費の交付を受ける会派及び議員について

京都府政務活動費の交付に関する条例第７条第１項（第２項）の規定により、政務活動

費の交付を受ける会派、議員等について下記のとおり通知します。

記

１ 会派並びに会派及びその所属議員に係る政務活動費の月額について

別添会派結成（異動、解散）届のとおり

２ 議員について

別添議員名簿のとおり
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第５号様式（第５条関係）

（会派用）

年 月 日

京都府議会議長

様

会派名及び

,代 表 者 名

年度政務活動費収支報告書

京都府政務活動費の交付に関する条例第11条第１項（第２項）の規定により、下記のと

おり報告します。

記

１ 交付を受けた政務活動費の総額 円

２ 政務活動費に係る支出

（単位：円）

費 目 支 出 額

調 査 研 究 費

研 修 費

広 聴 広 報 費

要 請 陳 情 等 活 動 費

会 議 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

事 務 費

人 件 費

合 計

,確 経理責任者
認

,欄 監査責任者

３ 残 余 円

４ 主たる支出の内容 別紙のとおり
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（議員用）

年 月 日

京都府議会議長

様

,氏 名

年度政務活動費収支報告書

京都府政務活動費の交付に関する条例第11条第１項（第３項）の規定により、下記のと

おり報告します。

記

１ 交付を受けた政務活動費の総額 円

２ 政務活動費に係る支出

（単位：円）

費 目 支 出 額

調 査 研 究 費

研 修 費

広 聴 広 報 費

要 請 陳 情 等 活 動 費

会 議 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

事 務 所 費

事 務 費

人 件 費

合 計

３ 残 余 円

４ 主たる支出の内容 別紙のとおり
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（政務活動費収支報告書別紙）

別紙

会派・議員名

費 目 主たる支出の内容

注 京都府政務活動費の交付に関する条例別表第１又は別表第２の経費の欄に掲げ

る費目ごとに主たる支出の内容を記載してください。
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第６号様式（第７条関係）

活 動 報 告 書

Ｎｏ

会派・議員名

費 目 調査研究費・研修費・広聴広報費・要請陳情等活動費・会議費

報 告 事 項

年 月 日

場 所

対 象 者

目的・内容

結果等

支出内容 計上額（円） 内 訳 等

活動に要

した支出

当該活動に関して政務活動費に計上した合計経費 円

領収書整理番号

備 考

注 該当する政務活動費の費目の項目に○印を付けてください。



第７号様式（第７条関係）

政務活動費 会計帳簿 議員氏名（会派名）：     　　年度

（単位：円）

年月日
使途
区分

使途項目
領収書
整理
番号

支払（収入）内容
(単価及び数量等も記載)

収入金額 支払金額 按分率
（負担分）

計上額
(端数切捨)

残　高 支払先 備　考

区分 項目名 支出件数 収入計 (Ａ) 支出計 (B) 計上計 (C)

Ａ 調査研究費

Ｂ 研修費

Ｃ 広聴広報費

Ｄ 要請陳情等活動費

Ｅ 会議費

Ｆ 資料作成費

Ｇ 資料購入費

Ｈ 事務所費

Ｉ 事務費

Ｊ 人件費 (A)-(C)

- １１６ -
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第８号様式（第７条関係）

年度 事務所状況等説明書

議員名

① 政務活動の拠点 □ 自宅 □ 自宅以外 ④⑤は自宅の場合記入不要

② 所在地 住所：

電話： 延べ床面積 ㎡

③ 他用途と □ 無

の兼用 □ 有 □ 後援会の事務所

□ 政党支部の事務所

（ ）□ その他

④ 建物の所 □ 自己又は生計を一にする親族の所有

（ ）有区分 □ 賃借物件 賃貸借契約先

（ ）所有者 □ 生計を一にしない親族 議員との関係：

（ ）□ 関連会社等 所在地：

□ 上記以外の第三者

（ ）□ その他

（ ）⑤ 敷地の所 □ 自己 □ 生計を一にする親族 議員との関係：

（ ）有者 □ 関連会社等 □ 生計を一にしない親族 議員との関係：

□ 上記以外の第三者

⑥ 基本的な □ 使用実態による場合（政務活動に要した使用領域（面積等 、使用時間等））

按分率の □ 全体使用面積 ㎡ (X) 内、政務活動使用面積 ㎡ (Y)

考え方 □ 全体使用時間 (X) 内、政務活動使用時間 (Y)日・時間 日・時間

(Y) ／ (X) ＝ ／

按分率□ その他（ ）

／□ 使用実態が明らかでない場合

⑦ 事務所賃 □ 無

借料の計 □ 有 按分率 ／

上 （按分率の考え方： ）

⑧ 駐車場代 □ 無

の計上 □ 有 按分率 ／

（按分率の考え方： ）

⑨ 光熱水費 □ 無

等の計上 □ 有 按分率 ／

（按分率の考え方： ）
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議員名

⑩ 事務費の □ 無

計上 □ 有 按分率 ／

（ ）按分率の考え方：

⑪ 人件費の □ 無

計上 □ 有

□ 生計を一にする親族 人 按分率 ／

（按分率の考え方： ）

□ 生計を一にしない親族 人 按分率 ／

（按分率の考え方： ）

□ 関連会社等の役員・社員 人 按分率 ／

（按分率の考え方： ）

□ 上記以外の第三者 人 按分率 ／

（按分率の考え方： ）

計 人

注 １ 政務活動の拠点が複数箇所ある場合は、当該拠点ごとに作成してください。

２ 必要な箇所を記入するとともに、□の該当する項目にレ印又は■を付けてください。

３ 「関連会社等」とは、自己又は生計を一にする親族が、役員、顧問その他の職についている会社

（ 。） 。その他の法人 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む をいいます

４ ⑥で「使用時間」により按分率を算定する場合は、月単位の平均の日・時間又は年単位の日・時

間で記載してください。

〔参考〕 按分の基本的な考え方

政務活動と政務活動以外の活動とが不可分の場合は、次のいずれかの方法で按分

ア 政務活動に要した使用実態（使用領域（面積等 、使用時間等）により按分）

イ 政務活動の割合が明らかでない場合は、１／２で按分



第９号様式（第７条関係）

規格

作成部数

支出先・内容等 支出額
（円）

按分率
（％）

計上額
（円）

領収書
整理
番号

印刷・
作成費
用

□ □

封筒代 □ □

封入封
緘費用

□ □

送付等
費用

□ □

□ □

□ □

□ □

政務活
動費の
充当対
象

□ □

政務活
動費の
充当対
象外

□ □ － － －

－ －

注 　配布物の印刷又は作成に係る業務委託に要する費用を計上していない場合であっても、当該配布物を
添付してください。

所
要
経
費

同
封
物

合　計

配付先

無 有

充当有の場合

備　　考

年度　印刷物配布費用等説明書

会派・議員名

配布物
（名称）

- １１９ -



第10号様式（第７条関係）

年度 品名／規格
取得価格
（円）

按分率
（％）

計上額
（円）

取得
年月日

注 １　取得価格が10万円以上の備品について、記載してください。

２　「年度」の欄には、充当した政務活動費が交付された年度を記載してください。

備　　品　　台　　帳

会派・議員名

廃棄
年月日

- １２０ -
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第11号様式（第８条関係）

年 月 日

京都府知事

様

京都府議会議長 印

政務活動費収支報告書（写）の送付について

京都府政務活動費の交付に関する規程第８条の規定により、 年度政務活動費収支

報告書の写しを別添のとおり送付します。
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第12号様式（第９条関係）

年 月 日

京都府議会議長

様

（会派の場合） 会派名及び

,代表者名

,（議員の場合） 氏 名

収 支 報 告 書 等 修 正 届

京都府政務活動費の交付に関する条例第11条第１項（第２項、第３項）の規定により

年 月 日付けで提出した「 年度政務活動費収支報告書」等について、

下記のとおり修正します。

記

１ 修正理由

２ 修正書類

(1) 収支報告書 (2) 領収書等の写し (3) 活動報告書 (4) その他

３ 修正箇所及びその内容

(1) 収支報告書

ア 収入（修正後の収入額 円）

イ 支出（修正項目 ）

（修正後の支出合計額 円）

ウ 残余（修正後の残余額 円）

(2) その他の添付書類

（修正箇所及びその内容）

４ 残余額（(1)の場合は、金額を記載してください ）。

(1) 修正の結果生じた新たな残余額は、 円であり、返還する。

(2) 新たに返還すべき残余額は生じていない。

注 １ 該当する記号に○印を付けてください。

２ 修正内容については、提出済みの書類の写しに加除を行い、訂正印を押印の上、

添付してください。
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京都府政務活動費の交付に関する条例に基づく収支報告書等の

閲覧に関する要綱

（平成25年３月15日）

（趣旨）
、 （ ）第１条 この要綱は 京都府政務活動費の交付に関する条例 平成24年京都府条例第68号

第14条第２項の規定による同条第１項に規定する収支報告書等の閲覧に関し、必要な事
項を定めるものとする。

（閲覧場所）
（ 。 「 」 。）第２条 京都府政務活動費の交付に関する規程 平成25年３月15日 以下 規程 という

第11条第２項の京都府議会議長（以下「議長」という ）が指定する場所は、京都府議。
会図書館（以下「議会図書館」という ）とする。。

（閲覧時間）
第３条 閲覧時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までとする。

（閲覧業務を行わない日等）
第４条 閲覧業務を行わない日は、京都府の休日を定める条例（平成元年京都府条例第４

号）第１条第１項に規定する府の休日とする。
２ 前項に定める日のほか、議長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は

一部を休止することができる。

（閲覧手続）
第５条 閲覧者は、議会図書館の受付において、政務活動費収支報告書閲覧者記録簿（別

記様式）に閲覧日、氏名、住所その他必要な事項を記入しなければならない。

（閲覧者の遵守事項）
第６条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 動物、植物、カメラ、コピー機器、危険物等を閲覧場所に持ち込まないこと。
(2) 音読、談話、飲食、喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 指定された場所以外での閲覧は行わないこと。
(4) 当該書類を返却する際、係員の確認を受けること。
(5) その他係員の指示に従うこと。

（閲覧の中止又は禁止）
第７条 議長は、閲覧者が規程又はこの要綱の規定に違反する場合は、その閲覧を中止さ

せ、又は閲覧を禁止することができる。

附 則
この要綱は、平成25年３月15日から施行する。

別記様式

政 務 活 動 費 収 支 報 告 書
閲 覧 者 記 録 簿

閲 覧 日 年 月 日

氏 名

住 所

□ 会派に係る政務活動費
閲 覧 の 対 象

□ 議員に係る政務活動費
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京都府情報公開条例（抄）

平成13年３月30日

京都府条例第１号

（公文書の公開義務）

第６条 実施機関は、公開請求があった場合は、当該公開請求に係る公文書に次の

各号に掲げる情報（以下「非公開情報」という。）のいずれかが記録されている

ときを除き、請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(１) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）で

あって、個人が特定され得るもの（他の情報と照合することにより、個人が特

定され得るものを含む。）のうち、通常他人に知られたくないと望むことが正

当であると認められるもの又は個人を特定され得ないが、公にすることにより、

なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの

(２) 法令、条例又は法律若しくはこれに基づく政令の規定に基づく明示の指示

に基づき公にすることができないとされている情報

(３) 法人（府、国、他の地方公共団体その他これらに類する団体（以下「府

等」という。）を除く。）その他の団体（以下「法人等」という。）に関する

情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることによ

り、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

があるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 人の生命、身体又は健康に危害を及ぼすおそれのある事業活動に関する情

報

イ 人の生活又は財産に対して重大な影響を及ぼす違法又は著しく不当な事業

活動に関する情報

(４) 府等又はその相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、

公にすることにより、次に掲げるおそれがあるもの

ア 率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ

イ 不当に府民の間に混乱を生じさせるおそれ

ウ 特定のものに不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれ

(５) 府等が行う事務事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲

げるおそれその他事務事業の性質上、当該又は同種の事務事業の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあるもの

ア 監査、検査、許認可、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把

握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはそ

の発見を困難にするおそれ
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イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利

益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害する

おそれ

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすお

それ

オ 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の

正当な利益を害するおそれ

(６) 公にすることにより、個人の生命、身体、財産等が侵害されるおそれのあ

る情報（公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第120号）第２条第１項に規定

する国家公務員（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第４項に

規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立行政

法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第140号）第２条第１

項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員、地方公務

員法（昭和25年法律第261号）第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政

法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定する地

方独立行政法人をいう。以下同じ。）及び公社の役員及び職員をいう。）の氏

名等であって、公にすることにより、当該公務員等個人の生命、身体、財産等

が侵害されるおそれがあるもの及びそのおそれがあるものとして実施機関の規

則（実施機関が警察本部長である場合にあっては公安委員会規則、公社である

場合にあってはその定め）で定めるものを含む。）

(７) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行

その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認

めることにつき相当の理由がある情報

(８) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に個人又は法人等か

ら提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこ

ととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の

状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を

除く。

ア 人の生命、身体又は健康に危害を及ぼすおそれのある行為又は事業活動に

関する情報

イ 人の生活又は財産に対して重大な影響を及ぼす違法又は著しく不当な行為

又は事業活動に関する情報
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政務活動費制度について

ア 政務活動費に至る経過

(ｱ) 政務調査費制度創設までの経過

ａ 昭和２２年～昭和３１年改正まで（地方自治法制定当初）

○ 議員に対する調査研究費等の支出
・ 条例により議員に対し、通信費、交通費、調査研究費、退

職弔慰金などを支給

（ ）ｂ 昭和３１年度～平成１２年度 会派に対する調査研究費の支出

（ ）○ 議員個人に対する法定外給付の禁止 昭和３１年自治法改正
・ 議員に対する通信費、交通費、調査研究費、弔慰金などの

支給の禁止
地方自治法第２０４条の２
「普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律
又はこれに基く条例に基かずには、これを第２０３条第１
項の職員及び前条第１項の職員に支給することはできな
い 」。
※ 地方議会議員・・法第２０３条第１項の職員

○ 会派に対する調査研究費の支出
・ 議員個人に対する法定外の給付が禁じられたため、政策集

団である会派の調査などの活動の費用の一部を公益上必要あ
る場合の補助として支給（法第２３２条の２）

＜調査研究費補助制度の問題点＞

◆ 会派の活動に対する首長の制約
・ 交付方法や条件など首長が定める補助に対する交付基準

等によって議会会派の活動に制約を加えることが、二元代
表制として長と対立すべき議会会派への支援のあり方とし
て妥当でない。

◆ 監査請求の対象
・ 補助金の透明性に対する住民の批判が強まってきた。

(ｲ) 政務調査費の制度化（平成１３年度～平成２４年度）

ａ 全国都道府県議会議長会における決議・要望
地方分権の進展に応じ、一層積極的、効果的な活動を行うため

には、その活動を支える基盤の強化が不可欠として、地方自治法
に関する以下の改正を要望

○ 都道府県政調査交付金の法的な位置づけ

○ 議員活動に要する経費の支給
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○ 地方分権の推進と議員の活動基盤の強化に関する決議（平成11年10月28日 （抄））

考え方：地方分権の推進に伴う自己決定権と自己責任の拡大に対応して、地方議会が

果たすべき役割がますます大きくなることから、執行機関に対する監視機能

はもとより、政策立案機能を充実強化する必要がある。一方、議員に求めら

れる活動は、日常活動を含め広範、多岐にわたっており、今後、地方分権の

進展に応じ、一層積極的、効果的な活動を行うためには、その活動を支える

基盤の強化が不可欠である。

↓

要 望：地方議会の権限の強化と制度の充実を図り、都道府県政調査交付金の法的な

位置付けを明確にするとともに、条例で議員活動に要する経費を支給できる

よう、地方自治法を改正すること。

○ 議員の活動基盤の強化に関する要望（平成11年11月11日 （抄））

考え方：こうした中で、都道府県議会議員の場合、現在でもその勤務の実態は常勤

化、 専業化しつつある状況にある。

更に、地方分権の時代にあって、地方議会が住民の負託に応え、その役割を

十分に果たしていくためには、議会を構成する議員の活動基盤の強化が不可

欠である。

要 望：１ 議会の活性化を図るためには会派の活動を一層充実強化することが必要

であり、都道府県政調査交付金の支給根拠について、一般的な団体補助金

と同列に置くのではなく、その位置付けを明確にすること。

２ 地方分権の進展に応じて、一層積極的、効果的な議員活動が行われるよ

う、現在認められている報酬、期末手当、費用弁償のほかに、地方公共団

体が状況に応じ、自主的に条例で議員活動に必要な経費（例えば文書通信

費、事務所費など）を支給できるようにすること。

ｂ 地方自治法の改正の提案理由（議員提案）

地方議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、議会における会派等に
対する調査研究費等の助成を制度化

○ 衆議院地方行政委員長起草案（平成12年５月18日衆議院委
員会）

（略）
また、地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強

化していくことが必要不可欠であり、地方議員の調査活動基盤
の充実を図る観点から、議会における会派等に対する調査研究
費等の助成を制度化し、あわせて、情報公開を促進する観点か

、 。ら その使途の透明性を確保することが重要になっております
（略）

第二に、地方公共団体は、条例により、地方議会の議員の調
査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会
派または議員に対し、政務調査費を交付できるものとするとと
もに、政務調査費の交付を受けた会派または議員は、その収支
状況を議長に報告するものとしております。



- 128 -

(ｳ) 政務活動費の制度化

ａ 全国都道府県議会議長会における決議・要望

平成22年１月21日開催の定例総会で「議会機能の充実強化を求

める緊急要請」を決定

地方議会議員の責務の明確化及び活動基盤を強化することを求

め、法文上調査研究活動に特化されている政務調査費制度を見直

し、政策立案、議員活動の説明等を加え、幅広い議員活動又は会

派活動に充てることができるよう法律改正を行うことを要請

緊急要請の実現のため、議長会は、関係各党に要請するととも

に、政府に対しても要請を行った。

各党において検討が行われ、第180回通常国会に提出された「地

方自治法の一部を改正する法律案」に対して、平成24年８月７日

に開催された衆議院総務委員会において、民主、自民、国民の生

活が第一及び公明の４会派共同で政務調査費を政務活動費に改め

る修正案が提出されるに至った。

ｂ 国会における審議

衆議院総務委員会に提出された修正案は、８月10日衆議院本会

議で委員長報告のとおり修正議決され、参議院では、８月29日の

本会議で賛成多数で可決され成立した。修正議決の内容は、従来

の「政務調査費」について、①名称を「政務活動費」に、交付の

名目を「議会の議員の調査研究その他の活動に資するため」に改

める、②政務活動費を充てることができる経費の範囲について条

例で定めなければならないものとする、③議長は、政務活動費に

、 、 、ついては その使途の透明性の確保に努めるものとする とされ

衆参両院ともに附帯決議を付することが決せられ成立し、９月５

日に改正法が公布された。

附帯決議： 政務調査費制度の見直しについては、議員活動の「

活性化を図るためにこれを行うものであることを踏ま

、 、え その運用につき国民の批判を招くことのないよう

改正趣旨の周知徹底と併せ、使途の透明性の向上が図

られるよう、特段の配慮を行うこと 」。
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イ 地方自治法の規定の内容

(ｱ) 地方自治法の規定（第１００条）

議会の⑭ 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その
とし議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部

会派又は議員に対し、政務活動費を交付すて、その議会における
。この場合において、当該政務活動費の交付の対ることができる

象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができ
る経費の範囲は、条例で定めなければならない。

⑮ 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定め
るところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を
議長に提出するものとする。

⑯ 議長は、第14項の政務活動費については、その使途の透明性の
確保に努めるものとする。

○ 施行通知
地方自治法の一部を改正する法律の公布及び施行について
（平成２４年９月５日、各都道府県知事、議会議長あて総務大
臣通知）

第１ 議会制度の見直しに関する事項
５ 政務活動費
(1) 政務調査費の名称を 政務活動費 に 交付の目的を 議「 」 、 「

会の議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め、
政務活動費を充てることができる経費の範囲について、条
例で定めなければならないものとされたこと （法第１０。
０条第１４項関係）

(2) 議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確
保に努めるものとされたこと （法第１００条第１６項関。
係）

本改正の趣旨を踏まえ、政務活動費を充てることができ
る経費の範囲を条例で定める際には住民の理解が十分得ら
れるよう配慮するとともに、政務活動費の使途の適正性を
確保するためにその透明性を高めることなどにより、適切
に運用されたいこと。

第６ 施行期日
、 。 、改正法は 公布の日から施行するものとされたこと ただし

第１（３の(1)及び５に限る ）及び第3から第5までに関する規。
定については公布の日から起算して６月を超えない範囲内にお
いて政令で定める日から施行するものとされたこと。

（※平成２５年２月６日 政令第２７号で施行期日は、平成
２５年３月１日とされた ）。
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ウ 京都府政務活動費の交付に関する条例の制定・改正の経過

(ｱ) 政務調査費条例の制定・改正

・ 平成１２年５月の地方自治法改正（平成１３年４月１日施行）を受けて、各
地方公共団体において政務調査費の交付に関する条例制定の検討が行われた。

・ 京都府議会においては、法改正の趣旨の一つである透明性の確保を図るた
めの検討が積極的に行われた結果、条例の制定当初から、当時としては全国

、 （ 、的に先駆けた措置として １件につき50,000円以上のすべての支出 事務所費
事務費、人件費を除く ）について領収書の写し又は支払証明書の写しの添付。
を義務付けることとされた。

・ しかし、法改正当時から、①調査研究に対する定義・概念の規定がない、②
議員立法であることから、閣法のような想定質疑がない、③法案審議において
も具体的議論がない、といった課題があったため、全国各地においてその使途
及び透明性をめぐる問題が生じることとなった。

・ 府議会においては、平成１９年６月１９日に、議長から議会改革に係る６項
目について 議会運営委員会に諮問され ７月３日に議会運営委員会の下に 府、 、 「
民に分かりやすい議会のあり方検討分科会」が設置され、政務調査費の見直し
について、府民の関心が高く早急に成果が求められる事項と認識し、集中的に
検討が行われた。

・ その検討結果は、１０月５日に議会運営委員会に報告されるとともに、議会
運営委員会では、分科会報告を踏まえた検討が行われ、基本的な考え方及び制
度の見直しの要点についてとりまとめた上、１２月１１日に議長へ答申を行っ
た。

・ この答申を踏まえ、平成１９年１２月定例会で議員提案による条例改正が次
のとおり行われたところである （１２月１８日議決）。

改正概要
①全ての支出について、領収書等の写しを収支報告書に添付
②収支報告書の提出に際し、主な政務調査活動に係る報告書を添付

収支報告書の添付書類である領収書等の写し及び活動報告書についても、収③
支報告書と同じ期間、議長において保存し、閲覧に供する。
平成20年４月１日施行（施行日以後に交付する政務調査費について適用）④

(ｲ) 政務活動費条例への改正経過

・ 「地方自治法の一部を改正する法律案」が第１８０回通常国会に提出された
（平成２４年３月９日 。この審議に際し衆議院総務委員会において、議員提）
案により従来の政務調査費の名称や交付目的の改正等を内容とする修正案が提
出（８月７日）され、平成２４年８月２９日開催の参議院本会議において「地
方自治法の一部を改正する法律」が可決成立し、同年９月５日に公布された。
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・ この改正法により議会の議員の調査研究に資するための経費として交付され

ていた政務調査費は、名称を政務活動費に、その交付目的を議会の議員の調査

研究その他の活動に資するための経費に改められるとともに、新たに政務活動

費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることや議長に使途の透明性

の確保に関する努力義務を課すことが規定され、平成２５年３月１日から施行

されることとなった。

・ この改正法の制定を受け、京都府議会においては、新たな政務活動費に関す

る条例の検討に当たり、改正法の施行通知において、政務活動費を充てるこ

とができる経費の範囲を条例で定める際には住民の理解が十分得られるよう

配慮することが求められていることも踏まえ、平成２４年１１月に議会運営

委員会に政務活動費検討小委員会を設置し、参考人として学識経験を有する

者の出席を求め、その意見を聴取しながら公開で集中的に協議が行われた。

・ その検討結果は、１２月１８日の議会運営委員会に報告され、同月２５日

開催の議会運営委員会において 「政務活動費の交付に関する条例 （案）に、 」

ついて協議を行い、平成２４年１２月定例会で議員提案による条例改正が次

のとおり行われたところである （１２月２６日議決・同月２７日公布）。

＜改正の概要＞

(1) 政務活動費の額

政務活動費の対象範囲に、従来の政務調査費と会派運営費の双方が含まれ

ることから、その合計額を基本に現下の状況を踏まえた減額を行う。

(2) 政務活動費の交付の方法

府議会各会派の政務活動を活性化し、より充実させるため、会派において

その活動実態を考慮して、議員１人当たりの交付額を会派分と議員分に配分

することができることとし、併せて交付の時期を毎月交付から四半期毎の交

付に改める。

(3) 経費の範囲及び使途の透明性の確保

今回の法改正により条例で定めることとされた政務活動費を充てることが

できる経費の範囲に関して、政務活動費の対象となる活動の例示を定めると

ともに、政務活動費に関する情報の提供等により政務活動費の使途の透明性

の確保に努める。

(４) 施行期日

平成2５年３月１日（条例の施行日以後に交付の決定がされる政務活動

費から適用する ）。
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